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５ 政策展開の基本的な考え方 
消費者・食品事業者のニーズの多様化やグローバル化が進展する中、県内の農林水産

業や農山漁村を取り巻く状況は、担い手の不足や生産物価格の低迷など、依然として厳

しい状況が続いています。 

こうした情勢に的確に対応するためには、引き続き、農林水産業者の収益力の向上を

図り、「もうかる農林水産業」の実現につなげることが重要です。 

このため、需要に応じた水田のフル活用や農地の集積・集約化、競争力強化のための

基盤整備の推進、農林水産物の輸出促進、経営力・人材力の強化に加え、新たに三重の

農林水産業の活力を高めるポストサミットの展開が求められています。 

また、大規模地震や激化する風水害等に備えるため、県民の皆さんの命と暮らしを守

る効果的な防災・減災対策を推進する必要があります。 

こうした認識のもと、「みえ県民力ビジョン・第二次行動計画」の２年目の目標達

成に向けて、着実に取り組みます。 

 

（１）「もうかる農林水産業」の実現に向けて ～ 選ばれる三重へ ～ 

昨年５月に開催されたＧ７伊勢志摩サミットでは、魅力ある県産食材や木材などが

数多く使用されるとともに、三重の素晴らしい自然がクローズアップされました。ま

た、７月には、サミットの舞台となった賢島を含む伊勢志摩国立公園が、環境省の進

める国立公園満喫プロジェクトの先導的モデルに選定されました。 

国内外で「三重の食」、「三重の自然」の知名度は高まっており、こうした成果を

生かしながら、引き続き、「もうかる農林水産業」の実現をめざして、生産体制・生

産基盤の整備、多様な担い手の確保・育成、新商品の開発・国内外への販路開拓の支

援、農山漁村の振興などに取り組みます。 

生産体制・生産基盤の整備について、農業では水田農業と園芸産地のパワーアップ、

農地の大区画化・用水路のパイプライン化、獣害対策の強化などに取り組むとともに、

林業では主伐の促進に向けた低コスト造林の推進、林内路網整備などに、水産業では

漁港整備、干潟・藻場の再生・保全などに取り組みます。 

多様な担い手の確保・育成について、次代の農林水産業や地域を担う人材の確保・

育成に取り組むとともに、福祉分野との連携などを強化します。 

新商品の開発、国内外への販路開拓支援として、産学官連携によるみえフードイノ

ベーション・プロジェクトの推進、三重の食のブランド力向上などに取り組みます。 

農山漁村の振興について、中山間地域の生産基盤・生活環境の整備、農業農村の多

面的機能の維持・発揮に向けた地域活動への支援などに取り組みます。 

 

（２）県産農林水産物の戦略的販路拡大と集客・交流の拡大（ポストサミット） 

伊勢志摩サミットのレガシーを最大限に生かしながら、県産農林水産物について、

東京オリンピック・パラリンピックを契機としたさまざまな需要に対応する供給体制

の構築や首都圏のケータリング事業者や高級ホテルなどへの認知度向上を図るとと

もに、海外市場における販路拡大に取り組みます。 

また、三重の自然や食の魅力などを効果的に発信することにより、自然公園や農山

漁村における集客・交流の拡大につなげます。特に伊勢志摩国立公園においては、イ

ンバウンドを含む旅行者の拡大に向け、世界水準のナショナルパークをめざした取組

を官民が一体となって展開していきます。 
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（３）命と暮らしを守る防災・減災対策の推進 

近い将来に発生が懸念される南海トラフ地震や年々厳しさを増している風水害等

に備えるため、農林水産業の災害に強い基盤づくりとして、農地等の湛水被害対策、

農村の防災対策、山地災害の未然防止対策、海岸・漁港施設等の耐震対策に取り組

みます。 
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1.農林水産総務課   企画調整班       TEL 059-224-２４７６

 総務班             ２５１１

 人材育成班           ２５１１

FAX 059-224-２５２１

         E-mail nosomu@pref.mie.jp

 

 

農林水産施策に関する企画・立案や総合調整、情報収集・発信を行います。 
 また、部内の各課・各所が、担当する施策・業務を円滑に推進できるよう、組織・人事管理等を

一元的に行うとともに、県民の方々からの相談・問い合わせの窓口としての役割を果たします。あ

わせて、職員の人材育成、人権施策の推進、県出資法人等の改革支援等に取り組むほか、部内の危

機管理および防災対策の総合的な調整を行います。 
 
 

企画調整班  
 
１ 農林水産業のイノベーションを支える人材育成と新たな価値の創出 

(1) 農政総務費                         
一般管理事業費の内数                   2,541千円（H28：2,565千円） 

農林水産施策の円滑な推進を図るため、情報収集、企画広報等を行います。 

① 部の施策概要等の作成 
② 国家提言活動および施策情報等の収集 
③ 企画広報関係会議の開催および参加 

 
 

総務班 人材育成班  
 
１ 人権啓発の推進 

(1)  人権問題啓発推進事業費                      756千円（H28：1,002千円） 
    農林水産業関係団体の役職員等を対象に研修会を開催するなど、人権問題に関する啓発を

推進します。 
 
２ その他 

(1) 農政総務費                    

   交際費                           83千円（H28：151千円） 
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2.農林水産財務課    経理班  TEL 059-224-２５０５ 
  予算班               ２５４８ 
      FAX 059-224-２５２１ 
   E-mail nozaimu@pref.mie.jp 

 

 

施策・事務事業を推進するための重要な経営資源である予算を適切に配分することで、効率的で

効果的な事業構築を図るとともに、経理・決算などの会計事務の適正な処理を通じて、円滑な施策

運営を支援します。 

 また、農林水産部が所管する公共事業の総括業務などを行います。 

  
 

経理班 予算班  
 
１  農林水産業のイノベーションを支える人材育成と新たな価値の創出 

(1) 農政総務費                  8,136,041千円（H28：8,070,241千円） 
      ① 一般管理事業費                   101,249千円（H28：108,502千円） 

農林水産部の運営に係る経費 
 
２ その他 
  (1) 農政総務費                  8,136,041千円（H28：8,070,241千円） 

① 人件費                      8,034,709千円（H28：7,961,588千円） 
         農林水産部職員人件費 
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3.フードイノベーション課
 イノベーション創出班 

TEL 059-224-２３９１
 ブランド向上班 

               ２３９５
プロモーション促進班 

２３９１ 
              FAX 059-224-２５２１
        E-mail f-innov@pref.mie.jp 

foods@pref.mie.jp 

 

 
農林漁業者や食品製造事業者の企業力を高め、県産品の競争力を強化するため、食にかかわる先

端技術や新事業展開などをサポートできる産学官ネットワーク等による「みえフードイノベーショ

ン」を推進するとともに、消費者の多様なニーズに対応した付加価値の高い商品が提供できる事業

環境の整備や６次産業化等に携わる人材を育成します。 

 また、三重ブランドをはじめとする付加価値の高い県産品の情報発信や、食育・地産地消の推進

により、食に関する県民の信頼の醸成を進めます。 

 さらに、伊勢志摩サミットのレガシーを最大限に活用し、本県の農林水産物の魅力発信や販路拡

大に取り組みます。 
 

イノベーション創出班  
 
１ 食のバリューチェーン構築による新たなビジネスの創出 

(1)  みえフードイノベーション総合推進事業費〔56頁〕  167,723千円（H28：123,320千円） 

       農林水産資源を活用して、産学官連携による新たな商品等を革新的に生み出す「みえ 

フードイノベーション」を推進するため、意欲ある事業者のネットワーク化、商品開発 

プロジェクトの創出、人材育成、商品力強化等に総合的に取り組みます。また、各研究 

所と事業者等との連携を促進することにより、商品化につながる技術の開発・移転や生 

産体制の強化等を進めます。 

 

２ 獣肉等利活用の推進 

(1) みえの獣肉等付加価値向上促進事業費〔56頁〕     1,946千円（H28：2,169千円） 

野生獣肉の地域資源としての活用を拡大するため、「みえジビエ推進協議会」と

連携し、「みえジビエ登録制度」の普及啓発に取り組むとともに、「みえジビエ」

の安全性を確保するモニタリング検査等を実施します。 

 

３ イノベーションを担う人づくり 

 (1) 農林水産ひと結び塾事業費                          3,044千円（H28：3,088千円） 

事業者間のネットワークを基盤とした人材ネットワークを構築し、イノベーションの

創出をさらに拡大するため、生産、加工、流通、販売や研究などの分野で、新たなイノ

ベーションの創出に取り組む人材を対象に、課題解決型のワークショップなどを実施し

ます。 

 

ブランド向上班  

 

１ 県産農林水産物の魅力発信 

(1) 戦略的ブランド化推進事業費〔56頁〕          2,454千円（H28：2,704千円） 

      特に優れた県産品とその事業者を「三重ブランド」として評価・認定します。さらに、



 - 14 -

認定審査の過程で、申請事業者の取組について、強みや弱み、課題などを明らかにし、

フィードバックすることで事業者の育成支援につなげます。 

 

(2) 食で生みだす絆づくり・輪づくり推進事業費〔57頁〕  4,626千円（H28：1,604千円） 

「第３次三重県食育推進計画」に基づき、地域における食育活動を促進するため、さ 

まざまな関係団体等と連携しながら、食育に関する情報発信や啓発活動に取り組みま 

す。 

また、地産地消の拡大に向け、「人と自然にやさしいみえの安心食材表示制度」や 

「みえ地物一番の日」キャンペーンに関する情報発信を行うことで、食の絆（信頼）の 

醸成を進めます。 

    

 (3) 県産品のエキスパート人材の育成・確保事業費         6,830千円（H28：6,830千円） 

県産品の魅力を消費者に的確にＰＲし、消費者のニーズを生産者に伝達することで、

さらに商品開発に結び付けられるエキスパートな人材の育成を図るため、訓練プログラ

ムの開発、販売店での研修などの雇用型訓練を実施します。 

 

プロモーション促進班  

 

1 県産農林水産物の魅力発信 

(1) みえの農林水産物の魅力総合発信事業費〔57頁〕 

6,732千円（H27年度2月補正：18,421千円） 

    伊勢志摩サミットのレガシーを生かし、県産農林水産物の認知度のさらなる向上を図 

るため、首都圏等における三重の食魅力発信に取り組みます。 

 

○新  (2) 農林水産物の東京オリ・パラに向けた総合推進事業費〔57頁〕1,758千円（H28：－千円） 

      東京オリンピック・パラリンピックの需要に向け、県産農林水産物の活用の拡大を図 

るため、専門部会を設置した協議会等の立ち上げや、食品メーカー等への加工食材の活 

用提案等に取り組みます。 
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4.団体検査課    調整班    TEL 059-224-３３７９ 
  検査１班               ２５３１ 
  検査２班         ２３２０ 
         FAX 059-224-２６０８ 
      E-mail dankensa@pref.mie.jp 

 

 
 農林水産団体等の健全な経営を確保するため、法令に基づき農業協同組合、森林組合、水産業協

同組合、土地改良区等に対する検査を実施し、合法性、合理性および合目的性の観点から、各団体の

業務や会計の状況を検証します。 
 あわせて、指導担当部署と連携し、検査で指摘した事項の速やかな改善を進めます。 
 
 

 調整班 検査１・２班  

 
１  多様な農業経営体の確保・育成 

  林業・木材産業の担い手の育成 

水産業の担い手の確保・育成 

   

(1) 農林水産団体検査事業費                    1,918 千円（H28：2,398 千円） 

① 農業・林業・水産業団体等の検査 
農業協同組合、農業共済組合、森林組合、水産業協同組合、土地改良区等の業務およ

び会計の状況について、法令に基づき検査を実施します。 
② 検査担当職員を対象とする計画的な専門研修の実施や公認会計士の活用 
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5.担い手支援課  
  農業活性化推進班    TEL 059-224-２０１６ 
  経営体支援班           ２３５４ 
  担い手育成班             ２３５４ 
                       FAX 059-223-１１２０ 
            E-mail  ninaite@pref.mie.jp 

 

 
農業行政の企画および調整を行うとともに、地域の農業者をはじめ、さまざまな関係者の創意工夫を

生かした新たな価値の創出につながる取組を促進します。 
また、経営感覚に優れ、効率的かつ安定的な経営が可能な農業経営体や、次代を支える元気な

担い手の確保・育成を図るため、ＪＡグループ、農業委員会系統組織、（公財）三重県農林水産
支援センターなどの関係機関との連携を強化し、新規参入希望者に対する支援、経営規模拡大、
生産技術の向上、経営の高度化に取り組む農業者への支援等の施策を総合的に推進します。 

 

農業活性化推進班  
 
１ 多様な農業経営体の確保・育成 

 (1) 農業・農村再生検討調査事業費                  219千円（H28：438千円） 
県内の農業・農村が抱えるさまざまな課題に対応するため、「三重県食を担う農業及び農

村の活性化に関する条例」に基づく基本計画の的確な進捗管理を行うとともに、農業・農村

振興施策に関する国等の動向など、必要な調査・検討を行います。 
 
(2) 地域活性化プラン推進事業費〔58頁〕                  1,969千円（H28：3,938千円） 

地域の農業者をはじめさまざまな関係者の創意工夫のもと、農地、景観、文化、人材な

ど、地域資源を有効活用する取組へのスタートアップと実践を支援することで、農産物の

高付加価値化や地域の取組の発展、人材の確保・育成等の新たな価値創出につながる取組

を進める集落や産地等の育成を行います。 

   

(3) 中山間地域農業を起点とした雇用創出プロジェクト事業費〔58 頁〕 

2,398 千円（H27 年度 2月補正：24,700 千円） 

中山間地域において、農業を起点とした雇用の創出などにモデル地域を設けて取り組む

とともに、モデル地域以外での就業機会の創出につながる新たな取組へのチャレンジを促

進します。 

 

２ 人や産業が元気な農山漁村づくり 

 (1) 農山漁村新規ビジネス創出人材育成・確保事業費〔58 頁〕6,862 千円(H28：15,531 千円) 
農山漁村を活性化するため、新規ビジネスへの就業希望者と新規ビジネス展開に意欲

的な農業法人等を公募・マッチングし、農業法人等において実践的な訓練を実施するこ
とで、６次産業化等新規ビジネスを創出する人材の育成を図ります。 

 

３ 農林水産技術の研究開発と移転 

(1) 農業試験研究管理費                106,163千円（H28：108,654千円） 

① 農業試験研究管理費                97,415千円（H28：101,357千円） 

農業研究所の運営および施設や試験ほ場等の管理を適切に行います。 

② 植物工場実証パイロット事業費             8,748千円（H28：7,297千円） 
農業研究所内に整備した太陽光利用型植物工場において、県内生産額の多いトマト、イ

チゴについて、低コスト化、周年栽培の栽培実証を行うとともに、実証技術を普及・拡大
させるための人材を育成します。 
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(2) 農業技術開発推進費                 150,568千円（H28：154,656千円） 

① 農業関係県単経常試験研究費                600千円（H28：1,492千円） 

県民の農業や食に対する多様な期待に応えるため、県内農業関係者から早急に解決を求め

られている課題に係る研究、県内農業の生産性の向上や売れる商品の創出につながる研究を

行います。 

② 農業受託研究事業費                    9,017千円（H28：8,812千円） 

民間企業等が開発している新しい農薬や肥料、機械、資材などについて、県内における効

果や適応性などの試験を行います。 

③ 農業技術高度化研究開発推進事業費〔59頁〕       140,951千円（H28：144,352千円） 

国等から交付される競争的研究資金を活用し、他の公設試験研究機関等と連携しながら、

県内農業の振興に生かすことができる高度な技術課題を解決するための研究開発に取り組

みます。 

 

(3) 農業研究施設機器整備費                  34,086千円（H28：29,887千円） 

農業研究所における緊急を要する施設・機器の修繕や必要な施設の整備を行います。 
 

(4) 畜産業試験研究管理費                  62,696千円（H28：63,668千円） 

畜産研究所の運営および施設や試験ほ場等の管理を適切に行います。 

 

 (5) 畜産業技術開発推進費                   37,014千円（H28：44,081千円） 

① 畜産関係県単経常試験研究費              33,364千円（H28：37,791千円） 

県民の畜産業や食に対する多様な期待に応えるため、県内畜産業関係者から早急に解決を

求められている課題に係る研究、県内畜産業の生産性の向上や売れる商品の創出につながる

研究を行います。 

②  畜産業技術高度化研究開発推進事業費〔59頁〕      3,650千円（H28：6,290千円） 

国等から交付される競争的研究資金を活用し、他の公設試験研究機関等と連携しながら、

県内畜産業の振興に生かすことができる高度な技術課題を解決するための研究開発に取り

組みます。 

 

経営体支援班  
 
 
１ 多様な農業経営体の確保・育成 
(1) 地域農政推進対策事業費                  222,319千円（H28：488,909千円） 

意欲ある農業経営体が農業生産の相当部分を担うような農業構造を確立するため、担い手

育成対策を総合的に実施し、農業経営基盤の強化を図ります。 
① 農業経営基盤強化促進事業費〔59頁〕        70,614千円（H28：131,991千円） 

認定農業者等の育成・経営改善、農業経営の法人化、集落営農の組織化などの担い手育成

対策を総合的に実施するとともに、人・農地プランが策定された地域の中心経営体等に対し、

農業用機械・施設等の導入を支援します。 

② 農用地利用集積特別対策事業費〔60頁〕      151,705千円（H28：356,918千円） 

国の「人・農地問題解決加速化支援事業（人・農地プラン作成活動等）」や「機構集積協

力金交付事業」等を活用し、意欲ある農業者等への農用地の利用集積を促進するための活動

を展開します。 
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 (2) 農林水産業版プラットフォーム整備事業費           162,812千円（H28：167,200千円） 
農林水産業への就業・参入から地域の担い手として発展するまでの各段階において、（公

財）三重県農林水産支援センターと連携し、就農相談、農地確保、技術習得等を一元的に支

援する体制を整備します。                 （関係班：担い手育成班） 

① 農地中間管理機構事業費〔60頁〕         122,222千円（H28：121,826千円） 

「農地中間管理事業の推進に関する法律」に基づき、農地の中間受け皿となる農地中間管

理機構が行う、農地の賃貸借等を通じた農地利用の再配分を進めること等により、担い手へ

の農地集積・集約化等を促進します。 

② 新たな農地の受け手確保事業費             22,042千円（H28：21,014千円） 

担い手の少ない地域において、企業参入などの新規参入を促進するとともに、集落営農の

法人化に向けた支援を行います。 

③ 新農業人発掘・雇用拡大・定着促進事業費        18,548千円（H28：24,360千円） 

（公財）三重県農林水産支援センターを青年農業者等育成センターとして位置づけ、新規

就農者の確保・定着や雇用農業経営体の育成を図ります。 

                                （関係班：担い手育成班） 
  

(3) 農業委員会および農業委員会ネットワーク機構助成費   324,256千円（H28：209,997千円） 
農業委員会および三重県農業委員会ネットワーク機構における事業活動の強化と運営の

適正化を図るため、組織関係費および業務費等について助成します。 
① 農業委員会交付金および補助金           296,374千円（H28：179,554千円） 
② 農業委員会ネットワーク機構負担金および補助金    27,882千円（H28：30,443千円） 

 

 (4) 園芸産地における障がい者雇用の促進事業費〔60頁〕    7,148千円（H28：7,148千円） 

園芸産地における障がい者の雇用を促進するため、園芸農家等において障がい者の就

労体験を実施します。また、障がい者の就労適応を支援する人材として、農業ジョブト

レーナーのスキルアップを図り、登録・派遣する制度を整備することで、園芸産地で活

躍する障がい者を育成するためのプログラム作成をめざします。 
 
２ 農林水産業と福祉との連携の促進 

○新 (1) 農福連携による次世代型農業モデル構築事業費〔60頁〕   6,407千円（H28：－千円） 

農業分野における障がい者の就労の場の拡大に向けて、農福連携によって生産される

農産物・農産加工品の品質向上や情報発信、福祉事務所による農作業請負を核に産地全

体を支援する次世代型農業モデルの構築に取り組みます。 
 

 

担い手育成班  
 
 
１ 多様な農業経営体の確保・育成 
(1) 農業経営体育成普及事業費               47,164千円（H28：46,040千円） 

農業の多様な担い手の確保・育成のため、「もうかる」農業の実現につなげる高度で先進

的な技術の現地導入、経営体の６次産業化や経営管理能力向上などに向けた普及活動を展開

します。 
 

(2) 農業大学校運営事業費                     90,020千円（H28：51,494千円） 
農業大学校の教育活動および施設や実践ほ場の管理運営を行います。 
また、施設整備として、体育館の屋根改修工事を実施します。 
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  (3) 就農支援資金貸付金事業費                         12,447千円（H28：14,440千円） 
青年農業者等育成センターが就農促進や就農研修資金の償還管理および償還免除事業等

を行うための助成を行います。 
 

(4) 新規就農者総合支援事業費〔61頁〕              254,504千円（H28：254,581千円） 
国の「農業人材力強化総合支援事業」を活用し、次世代を担う農業者となることを志向す

る者に対し、「準備型」として就農前の研修期間（２年以内）の生活安定に、「経営開始型」

として就農直後（５年以内）の経営確立に資する資金（旧青年就農給付金）を交付します。 
 

  (5) 就農施設等資金貸付事業等特別会計          113,659千円（H28：198,583千円） 
過去に貸し付けた農業改良資金と就農施設等資金の償還管理を行います。 

 

(6) 農業経営近代化資金融通事業費              71,743千円（H28：72,170千円） 
農業者等の資本装備の高度化と農業経営の近代化に資するため、系統農協、銀行等へ利子

補給を行い長期かつ低利資金の融通の円滑化を図ります。 
① 農業経営近代化資金 （融資枠１２．０億円） 

② 農業経営改善促進資金（融資枠２４．０億円） 

③ 天災資金      （融資枠 ０．４億円） 

 

(7) 金融公庫受託事務費                       1,084千円（H28：1,124千円） 
公庫資金制度の普及・指導等を推進し、関係機関の連絡調整を行います。 

 

(8) 就農施設等資金貸付事業等特別会計繰出金            98千円（H28：98千円） 
就農施設等資金貸付金の償還管理および現地検査等に係る経費を一般会計から特別会計

に繰り出します。 

 

(9) 就労体験を通じた農業就労の促進事業費〔61頁〕        4,684千円（H28：4,269千円） 

６次産業化などの新たなチャレンジや、雇用型法人として経営発展をめざす県内の意欲あ

る農業経営体において、学生を従業員として受け入れる長期就労体験の取組を行うことで、

学生が職業として農業が持つ魅力を体感・発見し、将来の農業への就労に向けたキャリア形

成の円滑なスタートを促します。 
 
 (10) 農業経営の核となる人材の育成・確保事業費〔61頁〕    17,098千円（H28：21,225千円） 

農業関係団体等と連携して、経営感覚豊かな人材を育成する専門研修を実施するとともに、

大規模経営体や6次産業化に取り組む農業法人等において雇用型訓練を実施し、農業経営の

核となる人材の育成・確保を図ります。 
 
○新 (11) 三重の農業若き匠の里プロジェクト総合対策事業費〔62頁〕 3,857千円（H28：－千円） 

若き農業ビジネス人材を呼び込み、育成するため、県農業大学校に新農業コース（「み

え農業版ＭＢＡ養成塾（仮称）」）を設置し、農業法人等における「雇用型インターンシ

ップ」や食品産業事業者と連携した「フードマネジメント講座」等の魅力ある受入体制を

整備するとともに、産学官連携による実行会議において、新農業コース修了者の県内での

起業や定着を促す支援スキームの検討を行います。 
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6.農産物安全・流通課  農協班        TEL 059-224-２４３７ 
市場班              ２４９７ 

食の安全・安心班         ３１５４ 
            FAX 059-223-１１２０ 
             E-mail noan@pref.mie.jp

              shokua@pref.mie.jp 

 

 
 農業協同組合等や農業共済組合の活動を支援し、地域農業の活性化を推進するとともに、安全で

安心な生鮮食料品等の流通を確保するため、卸売市場等の経営基盤強化を推進します。 
 また、「三重県食の安全・安心の確保に関する条例」等に基づき、食の安全・安心確保のための

事業の総合的な調整を行うほか、県民等への分かりやすい情報の提供に努め、多様な主体の相互理

解と連携を進めます。 

 

農協班  
 
１ 多様な農業経営体の確保・育成 
(1)  農協・農業共済指導事業費                     555千円（H28：750千円） 

農業協同組合等の健全な運営確保および農業共済組合における農業災害補償制度の適切

な運営確保を通じて、地域農業の発展を支える組織として活動できるよう支援します。 

 

市場班  
 
１ 園芸等産地形成の推進 
(1) 卸売市場流通対策事業費               143,250千円（H28：155,376千円） 

県地方卸売市場を含めた県内卸売市場の活性化を図り、県内における生鮮食料品等の合理

的・安定的な流通を推進します。 
 
(2) 地方卸売市場事業特別会計                278,997千円（H28：174,661千円） 

① 一般管理費                                    17,587千円（H28：18,271千円） 
    ア 一般運営事務費                               
      市場運営協議会および指定管理者選定委員会に係る経費 
    イ  県有資産所在市町村交付金・消費税 
       松阪市への交付金および事業収入に係る消費税の納付 

② 施設管理費                                 134,162千円（H28：20,322千円） 
        老朽化の激しい施設の大規模修繕、改修工事等を行います。 
        ア  市場施設維持管理費 

③ 公債費                                         127,248千円（H28：136,068千円） 
        市場施設整備のため借り入れた県債の償還を行います。 
          ア  県債償還金 
          イ  県債償還金利子 
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食の安全・安心班  
 
１ 食の安全・安心の確保 
(1) 食の安全・安心確保推進事業費                1,931千円（H28：1,037千円） 

     「食の安全・安心が確保された三重県」を実現するため、条例および基本方針に基づき、

消費者・事業者・行政の主体的な取組を推進するとともに、米トレーサビリティ法に係る監

視・指導を実施します。 

① 食の安全・安心確保推進事業 
食の安全・安心確保のための事業の総合調整や県民への情報提供等を行います。 
特に、米の産地偽装に係る事案の再発防止とともに、食の安全・安心の一層の確保と消

費者の食に対する信頼回復を図るため、関係機関等と連携を図り、監視指導体制等の充

実強化、事業者の法令遵守意識の向上などに取り組みます。 
 

② 食の安全・安心啓発事業 
健康で健全な食生活の実現のために、県民が食品の安全性について基礎的な知識を持ち、

適切に選択して活用できるよう、食の安全・安心に関する啓発事業を行います。 
 

③ 米トレーサビリティ推進事業 
米トレーサビリティ法に係る監視・指導を実施します。 

 

２ 農水産物の安全・安心の確保 

(1) 農産物検査適正実施推進事業費                   348千円（H28：504千円） 
    農産物検査法に基づき、地域登録検査機関の新規登録、登録更新等の事務および農

産物検査結果報告の受理や国への報告の事務等を行うとともに、適正な検査が行われ
るよう地域登録検査機関への監視指導を行い、農産物の公正かつ円滑な取引等につな
げます。 
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7．農産園芸課    農産振興班    TEL 059-224-２５４７ 
  園芸特産振興班            ２８０８ 

  環境農業班         ２５４３ 
                  FAX 059-223-１１２０ 
       E-mail nousan@pref.mei.jp 

 

 

 地域特性を生かしながら需要に応じた米、麦、大豆、野菜、果樹、茶、花き花木等の安定生産を

推進するとともに、消費者ニーズに対応した高品質化、低コスト化の推進や需要の拡大等による生

産振興対策に取り組みます。また、人と自然にやさしい農業を推進するため、農業生産工程管理

（ＧＡＰ）や環境に配慮した持続可能な生産の普及・支援ととともに、肥料・農薬の適正な流通・

使用等に向けた監視・指導に取り組みます。 
 

 農産振興班  
 
１ 水田農業の推進  
(1) 三重の水田農業構造改革総合対策事業費                123,005千円(H28:184,917千円） 

       水田農業の経営基盤を強化するため、経営所得安定対策を推進するほか、一等米比率向

上に向けた技術指導や需要に応じた麦・大豆の収量および品質確保に向けた支援などに取

り組みます。 

    ア 主要農作物種子対策費  

県において、優良種子の生産体制を確保するため、新規種子産地の育成、生産指導、

種子審査等を行うとともに、三重県米麦協会が行う種子の安定供給、需給対策等に要す

る経費等を負担します。 

      イ 原種及び奨励品種決定調査事業費                                 
稲、麦、大豆の奨励品種を決定するため、有望系統の品質、収量、耐病性等を検討す

るとともに、有望品種については現地適応性を検討することにより本県に適する品種選

定を行います。また、原種、原原種の生産を行います。 
       ウ 三重の米シェアアップ推進事業費   
      三重の米のシェア向上のため、県内の関係機関と連携し、県産米の情報発信、ＰＲ活

動を展開することにより、県産米の認知度向上を図ります。 

    エ 麦・大豆フードチェーン推進事業費 

県内需要の拡大と生産者の経営安定を図るため、実需者と消費者の連携強化、新たな

栽培技術の普及、新品種の導入などの生産対策により、需要に応じた麦・大豆の品質の

確保および生産性の向上を進めます。 

オ 水田農業構造改革対策費   
経営所得安定対策制度や新たな米政策の推進のため、水田をフル活用した地域水田農

業の推進指導等を行います。 
       カ 直接支払推進事業費補助金 

経営所得安定対策制度の現場段階における事業推進や要件確認等に要する経費を市

町に対し助成します。 

 

(2) 産地パワーアップ事業費〔62頁〕           355,220千円（H28:312,783千円） 
水田、畑作、野菜、果樹、茶、花きの産地が収益力向上を目的に地域の営農戦略として

定めた「産地パワーアップ計画」に基づき実施する、施設整備、機械のリース、生産資材
の導入等に対して支援を行います。 

（関係班：園芸特産振興班） 
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園芸特産振興班  
 
１ 園芸等産地形成の促進 

  (1) 園芸特産物生産振興対策事業費                     125,395千円（H28：153,091千円） 

園芸特産物の生産振興と安定供給を図るため、生産指導や野菜価格安定対策、先進的な取

組への支援等を進めるとともに、消費拡大に向けた情報発信を行います。 

ア 野菜生産振興対策  

野菜の安定的な生産出荷を図るための産地指導や栽培技術の情報交換を行うとともに、

指定野菜産地等において、野菜価格が低落した場合に価格差補給金を交付します。 

イ 果実生産振興対策  

果実の安定出荷や高品質生産に向けた産地指導や情報の発信などを行うとともに、計画

的生産出荷や果実需給調整に向けた取組を支援します。 

       ウ 伊勢茶産地活性化支援対策  

需要に応じた茶生産の仕組みを構築するため、生産体制の合理化を推進するとともに、

伊勢茶の品質向上・消費拡大を支援します。 

エ 花き花木普及拡大促進  

関連団体と連携し、県産花き花木の生産振興を図るとともに、花育の推進や県産花き花

木の情報発信など花きの需要の拡大を支援します。 
オ コンソーシアムの活動支援 

加工・業務用野菜の生産拡大を図るため、排水対策や土づくりなど、作柄安定技術の導入
を推進するとともに、生産者や物流事業者等関係者により構成するコンソーシアムの形成を
促進し、水田地帯での新たな野菜産地の育成に取り組みます。 

 
 (2) 輸出対応型産地育成支援事業費             1,397千円（H28:3,654千円） 

園芸特産物の輸出を促進するため、海外マーケットでのプロモーション活動の展開や輸
出相手国の基準に適した茶の防除技術の開発、ＪＧＡＰの取得促進や輸出対象国が必要と
する基準の調査研究等に取り組み、海外販路開拓に必要な環境整備を支援します。 

（関係班：農産振興班） 

 

○新 (3) 東京オリ・パラに向けたアスリートへの野菜安定供給事業費〔62頁〕 

3,257千円（H28:－千円） 
東京オリンピック・パラリンピックの食材調達基準に対応する加工・業務用野菜産地の

育成や、アスリートの健康増進に寄与する食の供給体制の構築等に取り組みます。 
 

○新 (4) 東京オリ・パラに向けた三重の農産物販売力強化推進事業費〔63頁〕 

5,991千円（H28:－千円） 
東京オリンピック・パラリンピックにおける多様な需要に対して、米・茶・花き花木な

ど県産農産物を供給するため、高級ホテルやレストラン等へのプロモーションに取り組み
ます。 

 

○新 (5) 県産園芸品目海外販路拡大事業費〔63頁〕            4,800千円（H28:－千円） 
伊勢志摩サミットを契機に高まる国内外からの注目を好機と捉え、海外における本県園

芸産品の定番化を図るため、米国等において県産園芸産品のプロモーション等を行いま
す。 

（関係班：農産振興班） 
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環境農業班  
 
１ 農林水産物の安全・安心の確保                                               
(1)  農産物生産資材等監視事業費                  3,446千円（H28：1,338千円） 

生産段階における自主的な管理体制づくりの推進のため、農業生産資材の適正な流通なら

びに使用の確保、農産物に含まれる有害物質の吸収抑制技術を活用したリスク低減対策等を

進めることにより、農産物の安全かつ安定的な供給を図ります。 

① 肥料監視・指導対策事業 

肥料取締法に基づき、肥料生産業者、販売業者に対する監視・指導を実施します。 

② 農薬監視・指導対策事業 

農薬取締法に基づき、農薬の適正な販売の監視や使用の指導を実施します。  

③ 有害物質対策事業 

カドミウム低吸収性イネを用いた有害物質抑制の試験を行うとともに、畑作物での有害

物質抑制対策について情報収集を行います。 

 
(2)  農作物等適正管理推進事業費              16,150千円（H28：12,254千円） 

病害虫の発生動向に即した適期的確な防除対策や新しい防除技術の普及の推進、堆肥など

の活用による土づくりを推進し、安全安心で環境にやさしい農業生産体制の構築を進めます。 
① 病害虫発生予察等総合推進事業 

病害虫防除所において、病害虫の発生予察、防除指導などの植物防疫事業を実施します。 

② 土壌適正管理調査指導事業 

農地土壌の特性を把握するための調査等を実施します。 

③ 農地土壌温室効果ガス排出量算定基礎調査事業 

農地土壌の炭素量等の実態を把握するための調査を実施します。 

 

２ 農山漁村の有する多面的機能の維持・発揮             
(1) 農業環境価値創出事業費〔63頁〕             18,258千円（H28:19,460千円） 

生産現場の取組に対する県民の理解向上を図るため、地球温暖化防止や生物多様性保全な

どの環境に配慮した営農活動を支援するとともに、「農業生産工程管理（ＧＡＰ）の共通基

盤に関するガイドライン」に則したＧＡＰ認証を推進します。 
① 環境保全型農業直接支払い事業 

    地球温暖化防止や生物多様性保全に効果が高い生産方法を取り入れる農業者に一定額を

支援します。 
② ＧＡＰ（農業生産工程管理）推進事業 

ガイドラインに則した県独自のＧＡＰ認証制度および第三者による確認制度を整備す

るとともに、県内産地等の本制度の認証取得を支援します。 
 

３ 園芸等産地育成の推進 

○新 (1) 東京オリ・パラ対応オーガニック認証及びＧＡＰ高度化推進事業費〔64頁〕 
2,654千円（H28:－千円） 

    東京オリンピック・パラリンピックの食材調達基準や国際的な取引に対応する県産農産

物の供給体制を構築するため、ＪＧＡＰ・グローバルＧＡＰ・有機ＪＡＳ認証の取得を推

進します。また、ＧＡＰ認証を取得した農産物等の販路拡大に向け、流通状況の調査や実

需者への情報提供等に取り組みます。 

① ＧＡＰ高度化推進事業 

県内産地や農業者に対してＪＧＡＰ認証等の認証を推進するため、普及指導員や営農

指導員などをＧＡＰ指導者として育成するとともに、ＧＡＰ指導者による現地でのＧ
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ＡＰ実践等を支援します。 

② オーガニック認証推進事業 
東京オリンピック・パラリンピックに県産有機農産物を供給するため、農業者への有
機ＪＡＳ認証取得を支援するとともに、ニーズ調査に基づいた供給体制を検討します。 
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8.畜産課    畜産振興班   TEL 059-224-２５４１

  畜産流通班             ２５１２

  家畜衛生班          ２５４４

             FAX 059-223-１１２０

     E-mail tikusan@pref.mie.jp 

 

  
畜産業の競争力強化に向け、畜産農家を核に関連事業者等が連携する高収益型畜産連携体を育成

するとともに、自給飼料の生産拡大や肥育素牛の県内生産体制の構築、県畜産物のブランド力向上

と国内外における販路拡大の促進等に取り組みます。 

また、安全・安心な畜産物を確保するため、家畜伝染病の発生予防およびまん延防止の強化に取

り組みます。 

 

 畜産振興班  
 

１ 畜産業の健全な発展 
  (1) 畜産物の生産振興事業費                   7,134千円（H28：6,266千円） 

① 中小家畜経営対策事業費               4,037千円（H28：4,114千円） 

畜産経営体の育成、体質強化、家畜・鶏の改良増殖および適正な家畜取引に係る支援

を行い、畜産業の振興を図ります。また、養豚、養鶏の生産動向調査およびみえ特産鶏の

産地化を振興します。 

    ア 畜産振興事業 
畜産経営の体質強化を図り、畜産の担い手を確保するため、畜産経営支援指導研究会

の開催、経営技術支援指導、経営関係セミナーの開催、情報提供等を実施します。 
    イ 家畜改良増殖推進事業 

家畜の改良増殖計画の推進、家畜人工授精師免許の交付、種畜検査、養蜂振興法、家

畜商法および家畜取引法に基づき指導監督を行います。 
ウ 中小家畜対策事業  

豚肉、鶏肉、鶏卵の需給の安定を図るため、生産出荷動向を調査し、生産者ならびに

流通関係者等に情報提供を行います。 
また、みえ特産鶏の産地化を推進するため、畜産研究所で種鶏の維持を行うとともに

地域で生産流通体制の構築を図ります。 
      エ 畜産関係中央団体委託事務 

独立行政法人農畜産業振興機構等の委託を受け、県は団体が行う各種事業等の円滑な

推進を図ります。 

  

② 大家畜生産振興対策事業費              3,097千円（H28:2,152千円） 

生乳の計画的生産による酪農経営の安定的な発展、銘柄牛の生産振興、肉用牛経営の安

定を図ります。自給飼料の生産性向上と県内産飼料稲・飼料用米の増産を推進します。 

    ア 酪農振興対策事業 
生乳乳製品の流通改善に取り組み、生乳の適正な取引価格を形成することにより、酪

農経営の安定的発展を図ります。 
    イ 肉用牛振興対策事業 

肉用牛生産の安定を図るため、子牛価格および肥育牛価格低落時に価格補填を行う肉

用子牛生産者補給金制度や肉用牛肥育経営安定特別対策事業等、肉用牛関係対策事業の
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円滑な推進に向けた団体等の指導を行います。 
    ウ 自給飼料対策事業 

「三重県酪農・肉用牛生産近代化計画」の実現を図るため、関係機関の連携を進め、本

県に適した優良品種の選定、稲発酵粗飼料等の生産利用技術の確立を図ります。  

 

 (2) 高収益型畜産連携体育成事業費〔64頁〕         395,089千円（H28:252,894千円） 

畜産経営体を核とし、耕種農家や関連事業者等が連携する高収益型畜産連携体の育成に

取り組むとともに、和牛繁殖基盤の強化と畜産施設等の整備支援に取り組みます。 
① 子牛生産基盤を核とした連携体育成モデル事業 
② 県推進事業 
③ 畜産施設等整備事業 

 

○新  (3) 東京オリ・パラへの畜産物供給体制構築事業費〔64頁〕    21,440千円（H28：－千円） 

東京オリ・パラを契機として、海外や首都圏において、より一層他産地との差別化を図

り、販売攻勢を強めるため、需要に応じた畜産物の生産・供給体制の強化を図るとともに、

安全性や生産性の向上、持続可能な生産への取組を進めます。 
① みえ生まれみえ育ちの高品質和牛供給体制構築事業 
② こだわりの熊野地鶏供給体制構築事業 
③ ECO畜産物供給体制構築事業 

（関係班：家畜衛生班） 
 

畜産流通班  
 
１ 畜産業の健全な発展 

(1)  畜産物の生産振興事業費                                   
① 資源循環型畜産確立対策推進事業費                333千円（H28：233千円） 

       畜産経営による環境汚染の未然防止や解決を図るため、関係機関による現地指導や実態調

査を実施するとともに、家畜排せつ物等有機性資源の有効活用を進めるための情報提供な

どを行います。 

 

(2) 食肉センター流通対策事業費            102,377千円（H28：111,028千円） 
県内における食肉流通の安定化を推進するため、基幹食肉処理施設である四日市市食肉

センターと松阪食肉流通センターの経営安定のための支援を行います。 
① 市場機能強化対策事業費補助金 

四日市畜産公社が行う卸売市場機能強化対策に対し補助します。 
② 食肉処理施設再整備事業費補助金 

四日市市が実施した四日市市食肉センター再整備費の市債償還元金・利子に対し補助し

ます。 
③ 県産食肉安定供給施設支援事業費補助金 

松阪食肉流通センターの安定的な運営を確保するため、食肉処理施設の維持対策費等に

対し補助します。 

④ 県産肉用牛等放射性物質検査支援事業 

     県内の基幹食肉処理施設が行う放射性物質検査に要する測定機器を貸与します。 

    ⑤ 食肉センター流通対策事業費 

     会議、現地指導等を行い円滑な事業推進を図ります。 
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○新  (3) 三重の畜産物海外展開サポート事業費〔65頁〕       3,600千円（H28年：－千円） 

県産畜産物の海外輸出の促進に向けて、アジア経済圏、米国市場をターゲットとして、

畜産関係者の輸出への挑戦に対するきめ細やかなサポートに取り組みます。 

 

家畜衛生班  
 
１ 農水産物の安全・安心の確保 

 (1) 家畜衛生防疫事業費                        61,244千円（H28：60,322千円） 

家畜伝染病の発生予防およびまん延防止と、飼料・動物用医薬品等の適正使用を推進する

ため、定期巡回や立入検査等による監視指導を強化します。また、家畜衛生技術の指導によ

り家畜の健康維持と生産性の向上を図ります。 
     ① 家畜伝染病予防事業費 

鳥インフルエンザ等家畜伝染病の発生予防、まん延防止のための検査を実施します。 
     ② 生産性向上対策事業費 

家畜の慢性疾病発生予防等の巡回指導により、畜産物の安全性確保を図ります。 
③ 薬事対策事業費 

法令に基づく販売店への立入検査等により、畜水産物の安全性確保を図ります。 

  ④ 飼料対策事業費 

法令に基づく販売店への立入検査等により、畜水産物の安全性確保を図ります。 
    ⑤ ＢＳＥ（牛海綿状脳症）検査緊急対策事業費 

 県内の４８ヶ月齢以上の死亡牛のＢＳＥ検査を継続実施します。 
⑥ 家畜保健衛生所費 

県下５カ所の家畜保健衛生所の維持管理を行います。 

⑦ 診断予防技術向上対策事業 

      最新の診断予防技術の実用化に向けて、検査方法の検証や実地評価等を行います。 

 

   (2) 家畜衛生危機管理体制維持事業費             55,274千円（H28：3,041千円） 

高病原性鳥インフルエンザ等の発生に備えて、家畜保健衛生所における危機管理体制を

維持するため、設備・備品の整備およびメンテナンスを行います。 
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9.農業基盤整備課  農業基盤企画班 TEL 059-224-２５５６

農地防災班             ２６０４

国営調整水利班           ２５５４

            FAX 059-224-３１５３

        E-mail  nokiban@pref.mie.jp

 

 
経営体の規模拡大と生産経費の低減を図るため、農業用水のパイプライン化、土地改良施設の長

寿命化など農業生産基盤の整備を推進するとともに、農地・農村の防災・保全等を計画的・効率的・

総合的に実施します。 
  

農業基盤企画班  
 
  農業農村整備事業に係る企画および調整を行うとともに、三重県農業農村整備計画における

主要施策の総合的かつ計画的な推進を図ります。 
 

農地防災班  
 
１ 高潮・地震・津波対策の推進 

(1) 海岸保全施設整備事業費〔65頁〕                    189,000千円（H28：149,100千円） 

① 老朽化対策事業（内地）               84,000千円（H28：54,600千円） 

海岸保全区域内で、高潮、波浪、津波その他により被害が発生するおそれのある背後農

地を防護するため、海岸保全施設の改修を行います。 

②  侵食対策事業（離島）                                105,000千円（H28：94,500千円） 

海岸保全区域内で侵食対策として、機能低下した護岸の改修を行うことにより、堤防機

能の強化を図り資産を防護します。 

 

(2) 県単耕地施設管理事業費                   7,000千円（H28：7,000千円） 

① 海岸維持管理費                     3,122千円（H28：3,097千円） 

海岸保全区域の巡視を行うとともに、不法建築物の設置、堤防の加工等届け出行為の監

視と海岸施設の維持管理について関係市町に委託します。 

② 海岸維持修繕費                     3,569千円（H28：3,594千円） 
地元ボランティア活動等との連携により清掃等海岸環境の保全を行うとともに、海岸保

全施設の損傷が小規模なものについて修繕等を行います。 

③ 地すべり維持管理費                     309千円（H28：309千円） 

指定された地すべり区域内の堰堤、排水施設、計測器等を巡回し、施設の維持管理を行

います。 

                       
(3) 県営海岸保全施設等災害復旧事業費                       44,540千円（H28：85,710千円） 

公共土木施設の災害を負担法により復旧します。 

 

（4）海岸漂着物等処理推進事業費                   3,500千円（H28:8,820千円） 

3,000千円（H28年度12月補正） 

県が管理する農地海岸において、流木やゴミ等の海岸漂着物の回収・処理を実施し、海

岸の良好な景観および環境の保全を図ります。 
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２ 農山漁村の有する多面的機能の維持・発揮 

(1) 農業・農村における生物多様性保全対策事業費            500千円（H28：500千円） 

地域の生態系を調査し、生態系を保全する工法で事業を実施するとともに、事業の完了後に

も、生態系調査を行いその効果を検証することにより、農業・農村における生物多様性の保全

を図ります。 

 

３ 安全・安心な農村づくり 

(1) 県営ため池等整備事業費〔65頁〕                      280,350千円（H28：254,250千円） 

                              204,250千円（H28年度12月補正) 

① 農業用河川工作物応急対策事業費           105,000千円（H28：199,500千円） 

                                                            183,250千円（H28年度12月補正） 

河道の整備されている区間に設置された農業用河川工作物の構造が不適当、又は不十分

であるものについて、洪水や高潮による災害を未然に防止するため、整備補強等の改善措

置を講じます。 

② 用排水施設整備事業費                                 －千円（H28：12,750千円） 

老朽化に伴い早急に整備を要する頭首工、揚水機場、水路等の用排水施設の改修を行い

ます。 

③ ため池等整備事業費                                175,350千円（H28：42,000千円） 

21,000千円（H28年度12月補正） 

県内にある多数のため池のうち、下流に人家があり大規模地震が発生し決壊した場合、

人家等に被害を及ぼすため池について耐震性向上の改修整備を行い、県民の生命・財産を

守ります。 

 

(2) 団体営ため池等整備事業費                364,500千円（H28：115,425千円） 

① 用排水施設整備事業費                  7,000千円（H28：12,250千円） 

老朽化に伴い早急に整備を要する頭首工、揚排水機場、水路等の用排水施設の改修を行

います。 

② 調査計画事業費                    357,500千円（H28：103,175千円） 

整備計画を策定するための地域の諸条件の現状把握および概略設計を実施します。また、

県内にあるため池について、破堤した際、人家等に被害が及ぶおそれのあるため池の耐震調

査・ハザードマップ作成を実施する事で減災対策を行い、被害軽減に役立てます。 

 

(3) 基幹土地改良施設防災機能拡充保全事業費〔65頁〕      514,677千円（H28：540,423千円） 

                                                          535,630千円（H28年度12月補正） 

① 湛水防除事業費                     489,054千円（H28：335,800千円） 

535,630千円（H28年度12月補正） 

排水条件の悪化した地域の湛水被害を未然に防止する為、排水機・樋門・排水路等の新

設改修を行います。 

② 基幹水利施設緊急調査事業費             21,000千円（H28：200,000千円） 

耐用年数を過ぎた施設や老朽化した施設を対象に、機能回復に向けて必要な調査および

緊急的な補修を実施し、農業水利施設の保全を図ります。 

 

(4)農業用施設アスベスト対策事業費                   31,500千円（H28：110,250千円） 

                                                          349,450千円（H28年度12月補正） 

農業農村整備事業において使用された石綿を含有する製品を含有しない製品に代替する

ことで、農業者等の健康を害することを未然に防止し、農業経営の安定および維持を図りま
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す。 

 

（5）命と暮らしを守る農道保全対策事業費 〔65頁〕     249,217千円（H28：297,950 千円） 

災害時の緊急避難路および物資の輸送路を確保するため基幹となる農道について、老朽

化した路面や法面の保全対策、安全対策を実施します。 

 

４ 農業生産基盤の整備・保全 

 (1)団体営災害耕地復旧事業費              1,229,353千円（H28：1,367,789千円） 

自然災害により被災した農地・農業用施設を早期に復旧するため、農林水産業施設災害

復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律による災害復旧事業を行います。 

 

(2)土地改良直轄調査受託事業費                            400千円（H28:500千円） 

農業生産基盤および農村環境整備等を円滑に推進するための、用排水・農地等に関する

国の直轄調査の一部を受託、実施します。 

 
 

国営調整水利班  

 

１ 農業生産基盤の整備・保全 
(1) 国営等事業負担金 

① 国営宮川用水第二期負担金償還金           664,055千円(H28：716,559千円） 
国営かんがい排水事業宮川用水第二期地区（平成７年度～平成24年度）に係る平成29年 

度の県負担金を償還します。 

② 国営かんがい排水事業中勢用水地区（国営施設機能保全事業）負担金 

68,171千円(H28：70,691千円) 

46,667千円(H28年度12月補正) 

国営施設機能保全事業中勢用水地区（平成24年度着工）に係る平成29年度の県負担金を 

負担します。 

③ 三重用水事業負担金償還金・管理費             144,587千円(H28：151,363千円） 
水資源開発公団営三重用水事業（昭和39年度～平成4年度）に係る平成29年度の建設費の 

県負担金および地元負担金を償還するとともに、（独）水資源機構が直接管理する施設の 

管理費を負担します。 

④ 木曽川用水事業管理費負担金               24,210千円(H28：77,042千円) 
水資源開発公団営木曽川用水事業で建設された施設において、（独）水資源機構が直接 

管理する施設の管理費を負担します。 

⑤ 木曽川用水施設緊急改築事業負担金償還金         28,405千円(H28：28,405千円) 
木曽川用水施設緊急改築事業（平成8年度～平成13年度）に係る平成29年度の県負担金を 

償還します。 

⑥ 国営かんがい排水事業青蓮寺用水地区（国営施設応急対策事業）負担金 

                              68,297千円(H28：71,546千円) 

35,000千円(H28年度12月補正) 

国営施設応急対策事業青蓮寺用水地区（平成26年度着工）に係る平成29年度の県負担金 

を負担します。 

⑦ 国営かんがい排水事業宮川用水地区（国営施設応急対策事業）負担金 

                            50,742千円(H28：26,738千円) 

国営施設応急対策事業宮川用水地区（平成28年度着工）に係る平成29年度の県負担金 

を負担します。 
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⑧ 国営等関連対策事業費                       3,060千円(H28：1,291千円） 

国営、公団営事業について、関係機関との綿密な連絡調整を行います。 

⑨ 安濃ダム緊急施設整備事業費                     64,260千円（H28：－千円） 

国営中勢用水事業により造成された安濃ダム管理施設を補修し安全管理の維持向上を図 

ります。 

  

(2)  国営等関連特別県単事業費                        3,000千円（H28：3,050千円） 

国営、公団営事業の受益地内において、国の補助事業で対応できない末端用水路および施 

設の整備を計画的に行い、事業全体の効果発現を図ります。 

 
(3)  国営造成施設県管理事業費                            18,068千円(H28：19,114千円) 

国営かんがい排水事業中勢用水地区により造成された安濃ダムの適正な管理を実施し

ます。 
 
(4)  高度水利機能確保基盤整備事業費〔66頁〕              433,035千円(H28：930,442千円) 

1,725,340千円(H28年度12月補正) 

農地の集積や大規模営農に取り組む意欲ある農業経営体の効率的な営農の実現に向け、

用水路のパイプライン化等、高度な水利機能の確保に向けた生産基盤の整備に計画的に取

り組みます。 
 
(5)  県営かんがい排水事業費〔66頁〕                278,580千円(H28：656,311千円) 

882,000千円(H28年度12月補正) 

県営かんがい排水事業費（一般型）                    
農業生産の基礎となる農業用水の確保、適期・適量供給および農地排水の改良を図るため、

水田、畑等における基幹的な農業水利施設の整備・更新を行います。 

 
(6)  団体営かんがい排水事業費                        37,425千円（H28：32,986千円） 

① 地域農業水利施設ストックマネジメント事業費       2,275千円（H28：18,200千円） 
団体営土地改良事業等により造成された農業水利施設について、不具合を生じる前に機

能診断および保全対策工事を行い、ライフサイクルコストの低減と施設の安全性の向上を

図ります。 

② 農業水利施設保全合理化事業費(機能保全計画策定事業) 35,150千円(H28：14,786千円) 

農業用用排水の機能診断および保全計画の策定を図ります。 

 

(7) 県単土地基盤整備事業費                     101,409千円（H28:105,527千円） 

① 重点的に実施を必要とする小団地の整備、他事業関連、農村環境の整備事業等小規模な 

土地改良事業に対する補助を行います。 

② 土地改良施設整備補修事業に対する助成を行います。 

③ 集落機能の高度化を図るため、農道舗装、排水口整備などの集落営農に必要な基盤整備 

事業に対する補助を行います。 

 

(8) 土地改良推進事業費                                       4,067千円（H28:1,795千円） 
土地改良事業に関する苦情･紛争等の解決に対する助成を行います。 

また、基幹水利施設の適切な保全管理を行うため、施設管理者に対し、施設の計画的な点検・

整備を通じたリスク管理技術等について現地で指導等を行うことにより、施設管理者の技術力向

上、リスク管理技術等の習得を図ります。 

 



 - 33 -

２ 安全・安心な農村づくり   

(1)  基幹農業水利施設ストックマネジメント事業費〔66頁〕   358,519千円（H28：488,532千円） 

257,500千円（H28年度12月補正） 

① 基幹農業水利施設ストックマネジメント事業費       336,078千円（H28：466,091千円） 

257,500千円（H28年度12月補正） 

国営又は県営土地改良事業により造成されたダム、頭首工、機場、幹線水路等の基幹的

施設について緊急に必要な補強工事を行うことにより、施設の機能の維持および安全性の

確保を図ります。 

② 県単予防保全調査・補修事業費            22,441千円（H28：22,441千円） 

簡易的な機能診断および劣化防止対策工事を実施し、水利施設の保全を図ります。 

 

(2)  県単基幹水利施設緊急調査・補修事業費           5,885千円（H28：5,885千円） 

都市部などの人家が集中している箇所で、老朽化等により著しく機能が低下しているパイ

プライン等の農業用施設について、管の破裂などの事故を防止するために必要な調査を行う

とともに、事故発生時における補修等を緊急に行います。 

 
３ 農山漁村の有する多面的機能の維持・発揮 

(1) 県営水環境整備事業費                       108,843千円（H28：105,000千円） 

農村地域特有の緑豊かな自然環境を基盤とし、居住快適性の確保に配慮した農村地域

の整備や魅力ある農村景観の保全と改良等、農業水利施設を活用した快適環境の整備を

行います。 
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10.農山漁村づくり課  農山漁村活性化班  TEL 059-224-２５１８

農地水保全班          ２５５１

農村環境づくり班       ２６０２

 
             FAX 059-224-３１５３

        E-mail  nozukuri@pref.mie.jp 

 

 
農山漁村と都市との交流や農山漁村のくらしの魅力発信、地域資源を活用した観光創出、自然

体験活動の促進などにより、地域の特性を生かした多様な雇用機会の創出に取り組みます。 

また、農業・農村が持つ多面的な機能の維持・発揮に向け、農地・農業用施設等の適切な保全

など、多様な主体の自主的な活動を持続的に発展させていく仕組みづくりに取り組むとともに、

地域の多様なニーズに応じた農業生産基盤や農村生活環境の整備を計画的・効率的・総合的に実

施します。 

 
  

農山漁村活性化班  
 
１ 人や産業が元気な農山漁村づくり 

○一 (1) 三重まるごと自然体験促進事業費〔66頁〕      22,000 千円（H28: 22,218 千円） 

    豊かな自然を体験という形で生かし、国内外から人を呼び込み交流の拡大を図るため、自然体験

活動の実践者等に対し、人材の育成、新たな自然体験プログラムの開発を支援するとともに、周遊

ルートの態勢整備、誘客イベントの開催、市町や活動団体、民間企業と連携した情報発信に取り組

みます。 

 

  (2) 地域資源活用型ビジネス展開事業費           6,261 千円（H28: 3,876 千円） 

    農山漁村地域での雇用の場や所得機会の確保を図るため、都市との交流等により地域産品やサ

ービスを提供する地域資源活用型ビジネスに取り組む人材を育成するとともに、地域の様々な主体

と連携して新たなツアースタイルをプロデュースする組織や人材の育成に取り組みます。 

 

(3) 子ども農山漁村ふるさと体験推進事業費           4,720 千円（H28:6,350 千円） 

    子ども・学生のグループによる農山漁村地域でのふるさと体験活動を推進するため、県において

農林漁業体験民宿の開業、体験指導者の育成、受け入れ地域の体制整備を支援します。 

  

２ 農林水産業の就労体験機会の創出 

(1) 移住促進に向けた農山漁村魅力発信事業費 〔67頁〕      3,272 千円(H28:3,439 千円) 

    都市部の若者等を農山漁村に招き、農林漁業を体験するとともに、農林漁業体験民宿経営者の

協力のもと、既移住者や農林漁業者と交流、意見交換する機会を創出することで、地域の農林水産

業や農山漁村の魅力を伝える態勢づくりを行います。 

 

農地水保全班 
                                                       

         

 

１ 農山漁村の有する多面的機能の維持・発揮 
(1) 多面的機能支払事業費〔67頁〕            1,083,947千円（H28:1,069,103千円） 

国土の保全、水源のかん養、良好な景観形成など農業・農村地域の多面的機能を発揮させ
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るため、農地、農業用水路、農道等の地域資源の維持保全活動、生態系の保全活動、景観形

成活動、農業用施設の長寿命化のための活動に取り組む地域の活動組織に対し支援します。 

 
(2) 中山間地域等直接支払事業費〔67頁〕             215,450 千円（H28：221,102 千円） 

生産条件が不利な中山間地域等の農地の耕作放棄を未然に防止するため、平地地域との生

産条件格差の一定額を農業者等に直接交付します。 

 
２ 人や産業が元気な農山漁村づくり  

(1) ふるさと水と土保全対策事業費            8,881 千円（H28：8,264 千円） 

中山間地域等における農地等の多面的な機能を良好に発揮させるため、ふるさと水と土

指導員の資質向上等に取り組むとともに、地域が行う景観等の保全・創造活動を支援しま

す。 

 

(2) 三重のふるさと応援カンパニー推進事業費       3,998 千円（H28：3,373 千円） 

 地域住民の力だけでは、集落を維持していくことが困難な状況にある農山漁村地域と、

社会貢献活動や新たな商品開発などに取り組みたい企業とを結びつけることで、双方にメ

リットがありつつ、多様な主体が農山漁村地域を支えるような新しい関係づくりに取り組

みます。 

 

(3) 山村振興特別対策事業費                 197 千円（H28：  393 千円） 

 市町が山村振興法に基づく山村振興計画により整備した施設の適正な管理運用を図る

ため、現地調査を行うとともに、必要に応じて指導を行います。  

                            

農村環境づくり班 
                                                     

 

１ 安心・安全な農山漁村づくり 

(1) 県営中山間地域総合整備事業費 〔67頁〕              377,100 千円（H28：385,010 千円） 

中山間地域の活性化と集落機能の維持・強化を図るため、農業用排水路などの農業生産

基盤整備と集落道路等の農村生活環境整備を総合的に実施します。 

 

(2) 団体営農村振興総合整備事業費                       39,200 千円（H28：93,181 千円） 

地域における農業生産性の向上を図るため、地域の多様なニーズに応じた農業生産基盤

の整備とその機能の発揮に不可欠な農村生活環境の整備を総合的に実施する市町を支援

します。 

 

(3) 県営農村振興総合整備事業費                       130,200 千円（H28：73,500 千円） 

農業生産性の向上を図るため、地域の多様なニーズに応じた農業生産基盤の整備とその

機能の発揮に不可欠な農村生活環境の整備を総合的に実施します。 

 

２ 農山漁村の有する多面的機能の維持・発揮 

(1)農村地域自然エネルギー活用推進事業費              4,200 千円（H28：27,200 千円） 

農村地域において、県内の農業用水における小水力発電の普及啓発等、ならびに農業用

水等を活用した小水力発電等の施設整備を実施します。 
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３ 生活排水対策の推進 

(1) 団体営農業集落排水整備促進事業費              274,840 千円（H28：211,391 千円） 

農業用用排水の水質保全、農業用用排水施設の機能維持、および農業集落におけるし尿、

生活雑排水等の汚水、汚泥又は雨水を処理する施設の整備を行う市町を支援します。 

 

(2) 団体営農業集落排水整備支援事業費                  32,879 千円（H28：30,884 千円） 

農業用用排水の水質保全および農村生活環境の改善を図るため、汚水処理施設整備交付

金（農業集落排水施設）に取り組む市町の起債償還に対して助成を行います。 
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11.農地調整課    農地班    TEL 059-224-２５５０ 
  用地班             ２５４９ 
            FAX 059-224-３１５３ 
          E-mail nochi@pref.mie.jp 

 

  
 食料の安定供給や多面的な機能の発揮が求められる農用地を良好な状態で確保するため、計画的

な土地利用、農業振興地域の整備計画の適正な管理、土地改良区の組織および施設管理体制の整備

を促進します。 
 

 

農地班  
 
１ 農業生産基盤の整備・保全 
(1) 農地調整費                        3,586千円（H28：3,599千円） 

農地法の適正な運用を図るため、許可事務および農事紛争調停ならびに農地の権利移動調

査等を実施するとともに、農地の一時転用を伴う砂利採取の認可事務を行います。 

農業振興地域の整備に関する法律に基づき、市町村農業振興地域整備計画の適正な管理に

ついて助言を行い、農業振興地域の保全・形成に努めます。 

 

(2)  自作農財産管理費                       19,686千円（H28：19,985千円） 

自作農創設特別措置法および旧農地法に基づいて取得した自作農財産（国有農地等・開拓

財産）について管理し、財務省への引継ぎや売払・譲与等の処分を促進します。 

 
 

用地班  
 
１ 農業生産基盤の整備・保全 

(1) 農地総務費                        11,765千円（H28：11,843千円） 
用地・換地関係の苦情・紛争の早期解決を図るとともに、県管理自作農財産の管理、公

共用地の未登記解消を行うために嘱託員の配置を行い業務に対応します。 

 
(2) 土地改良事業計画審査対策事業費                 105千円（H28:210千円） 

県営土地改良事業の当初および変更事業申請において、計画の審査適正化を図るため、

土地改良法第８７条第２項および第８７条の３第６項等の規定に基づき準用する土地改良

法第８条の土地改良事業計画調査の専門技術者の調査依頼を行います。 

 

(3) 経営体育成促進換地等調整事業費               2,750千円（H28：－千円） 
 換地を伴う土地改良事業実施予定地区において、事業採択の前年度に土地改良法の換

地計画樹立のための基礎調査および設計基準の作成等を行います。 
 

(4) 県単土地改良施設整備事業費                3,093千円（H28：5,623千円） 

県営土地改良事業で整備した土地改良財産のうち、施設の経年劣化や事業用地の未登記

等の事由により市町等への譲渡が滞っている施設について、その原因となる事由を解消し、

過年度未譲渡施設の計画的な解消を進めます。 
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12.獣害対策課    被害対策班     TEL 059-224-２０１７ 
  捕獲管理班           ２０２０ 
                     FAX 059-224-３１５３ 
              E-mail jtaisaku@pref.mie.jp 

 

 
野生鳥獣による農林水産被害は、依然として深刻な状況にあることから、被害の軽減に向けて各

市町等と連携し、獣害につよい地域づくりなどを進める「被害防止」、および野生鳥獣の捕獲力

の強化などを進める「生息数管理」に取り組み、獣害対策を推進します。また、これらの取組を

強化するための基盤となる、人材育成や技術開発を含む「体制づくり」に取り組みます。 

 

被害対策班  
 
１ 獣害対策の体制づくりの推進 

(1) 獣害対策推進体制強化事業費               16,123千円（H28：14,209千円） 

地域ぐるみで取り組む集落体制づくりや、地域リーダーの育成・確保により獣害につよ

い集落を育成します。また、基盤となる基礎的な技術開発に取り組みます。 

① 獣害につよい集落体制づくりの推進 

集落アンケートによる被害状況の把握や集落座談会の開催、技術実証圃を設置します。 

② 集落を指導する人材の育成 

集落を先導するリーダーや捕獲技術の向上を図る人材育成研修を実施します。 

③ 「獣害につよい三重づくりフォーラム」の開催 

獣害対策に取り組む集落づくりへの機運醸成と獣害対策への理解促進を図るフォーラ

ムを開催します。 

④ 「獣害につよい集落」等優良活動表彰の実施 

獣害対策に取り組む優良活動集落事例を表彰し、被害防止活動の推進を図ります。 

⑤ ニホンジカ、イノシシの地域主体による捕獲技術の実証 

里山等の農地周辺における加害獣の捕獲を地域主体で進める技術の実証を行い、地域

における被害防止を図ります。 

⑥ サル群れの広域管理モデルの構築 

ＷｅｂＧＩＳの情報を用いて、地域が連携してサルの追い上げを行う手法を構築・実

証します。 

 

２ 獣害につよい集落活動の実践による被害防止の推進 
 (1) 獣害につよい地域づくり推進事業費〔67頁〕      353,963千円（H28：252,214千円） 

市町の被害防止計画の達成に向けて、侵入防止柵の整備等の効果的な被害防除対策や有

害鳥獣捕獲への支援を行うとともに、獣害情報の提供や捕獲体制構築の支援を行います。 

① 被害防止計画（市町）の達成に向けた支援   

被害防止計画達成のため、地域獣害対策協議会が行う侵入防止柵等の整備を支援しま

す。また、有害鳥獣捕獲を促進するため、市町等の行う緊急捕獲活動を支援します。 

② 地域における持続的な捕獲活動および実施隊等の活動への支援 

広域連携捕獲や共同捕獲、鳥獣被害対策実施隊等の活動を行う地域獣害対策協議会に

対して助成します。 

③ 獣害情報マップ等による効率的な捕獲支援 

野生獣による被害状況や捕獲情報などを見える化した獣害情報マップを提供し、重点

対策エリアの設定による効果的な対策を支援します。 
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捕獲管理班  

 
１ 野生鳥獣のモニタリングに基づいた生息数管理の推進 

(1) 野生鳥獣捕獲管理事業費〔68頁〕               40,145千円（H28：14,243千円） 

鳥獣の保護および管理ならびに狩猟の適正化に関する法律に基づき、野生鳥獣の捕獲・

管理のため、鳥獣保護管理員を配置するとともに、狩猟の取り締まりや指導、狩猟免許

の交付および更新、狩猟者登録事務および鳥獣の捕獲等、または鳥類の卵の採取等の認

可等を行います。 

① 猟政行政事務 

適正な狩猟が行われるように狩猟者および狩猟団体等の指導や行政担当者および鳥獣

保護管理員等の狩猟等に関する研修等を実施します。 

② 狩猟免許事務 

狩猟免許試験を３回行います。また、狩猟免許更新講習会・適正検査を１４回行いま

す。狩猟免許更新講習対象者に対し、通知文書を発出します。 

③ 狩猟者登録事務 

狩猟者登録を行うとともに、狩猟者登録証および狩猟者記章等を交付します。 

④ 鳥獣等捕獲の許可等 

学術研究の目的、鳥獣による生活環境および農林水産業又は生態系に係る被害防止の

ため、鳥獣の捕獲および鳥類の卵の採取等の許可等を行います。また、鳥類の飼養や

販売禁止鳥獣等の販売許可等の手続きが適正に行われるように指導します。さらに、

県指定の特別保護区で行われる工作物の設置行為等の許認可を行います。 

⑤ 狩猟等安全対策費 

銃器の狩猟期前講習に係る経費に対し、１／２以内で支援します。 

わなに誤捕獲したツキノワグマを捕獲者に代わって安全に放獣するため、ツキノワグ

マ放獣等委託事業を行います。 

   ⑥ 指定管理鳥獣捕獲等事業 

     指定管理鳥獣捕獲等事業交付金を活用し、県主体のニホンジカの捕獲に取り組みます。 

 

(2) 野生鳥獣生息管理事業費                          5,721千円（H28：3,017千円） 

鳥獣保護管理事業計画に基づき、鳥獣保護区等の指定・管理とニホンジカの生息状況の

モニタリング調査を行います。 

① 鳥獣保護管理事業 

第 12 次鳥獣保護管理事業計画に基づく特定猟具使用禁止区域、鳥獣保護区、休猟区、

新規指定、区域の拡大・縮小、期間の変更ならびに更新を行います。 
② 種特定鳥獣管理事業 

特定鳥獣保護管理計画に基づき、ニホンジカの生息管理を推進するため、ニホンジカ

の生息状況のモニタリング調査を行います。 

③ カワウコロニー調査事業 

中部近畿カワウ広域協議会で検討される広域保護管理のための基礎資料とするため、

カワウのコロニー調査を行います。 

④ シカによる森林被害緊急対策事業 

ニホンジカによる森林被害が深刻な地域において、国、県、市町および関係機関と広

域的な連携の下、ニホンジカの計画的な捕獲や捕獲強化のための行動把握等を推進し、

ニホンジカによる森林被害の対策を行います。 
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13.森林・林業経営課   森林計画班  TEL 059-224-２５６４

 木材利用推進班         ２５６５

 林業経営班         ２５６３

 林業普及班        ２９９１

          FAX  059-224-２０７０

       E-mail  shinrin@pref.mie.jp 

 

 
 県内の森林資源は利用の段階を迎えており、資源の循環利用を促進するため、計画的で効率的

な森林施業を進める必要があります。また、合板に用いられるB材や木質バイオマス等のチップ

原料となるC材の需要は拡大しており、原木を安定的に供給するとともに、木材の最も価値の高

い部分であるA材の需要を拡大する必要があります。 
 そのため、施業の集約化や収益性を上げ伐採意欲を喚起するための低コスト造林の推進、効率

化を図るための路網などの基盤整備等による素材生産量の増大や木材の安定供給体制の構築など、

持続可能な林業生産活動の推進に取り組みます。 

また、次代の林業や地域を担う人材も含めた林業・木材産業の担い手の育成、建築用途や内装材

等Ａ材を中心とした県産材の利用促進に加え、伊勢志摩サミットの成果を生かしながら、東京オリ

ンピック・パラリンピックへの県産材の供給に向けた取り組みを進めます。 

 

 森林計画班  
 
１ 森林の適正な管理と公益的な機能の発揮 

(1) 地域森林計画編成事業費                 9,576千円（H28：5,173千円） 
森林法に基づき県内の４つの森林計画区ごとに10カ年の地域森林計画を樹立し、地域特

性に応じた森林施策の推進目標と森林整備の指針を明らかにします。また、三重県水源地

域の保全に関する条例について制度の普及と適正な執行に努めるほか、市町が林地台帳を

効率的に管理・活用するための森林GIS等の整備に対して支援します。 

 

 

 木材利用推進班  
 
１ 県産材の利用の促進 

(1) 「もっと県産材を使おう」推進事業費          4,971千円（H28: 6,023千円） 

品質や規格の明確な製材品である「三重の木」認証材をはじめとする県産材の情報発信、

販路開拓等に取り組み、県産材の利用拡大を図ります。 

   ①三重の木等利用拡大推進事業（補助） 

「三重の木」認証事業者が連携して行う「三重の木」の良さをＰＲする取組や県産材に

よる魅力的な空間づくりの方法を発信する取組を支援します。 

   ②三重の木等利用拡大推進事業 

工務店、建築設計士等と連携した県産材を使用した住宅の良さをＰＲするイベントの開

催、首都圏の住宅関係展示会等での情報発信を行うほか、県産材の利用拡大に向けた研修

会等を開催します。 

 

(2) 木質バイオマスエネルギー利用促進事業費            4,535千円（H28：3,246千円） 
   ①木質チップ原料増産奨励補助 
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木質バイオマスの安定供給体制を構築するため、木質チップ原料を供給する事業者の高

性能林業機械の導入等の取組を支援します。 

②木質チップ供給（現地チップ化）補助 

枝葉等を現地土場等においてチップ化し、効率的に発電所へ供給する事業者の取組を支

援します。 

 
○新 (3) 東京オリ･パラを契機とした県産材の販売力強化促進事業費〔68頁〕 

4,564千円（ －千円 ） 

東京オリンピック・パラリンピックの会場施設等において、県産のＦＳＣ認証材が使用

されるよう、企業連携による新たな木製品の開発に支援するとともに、首都圏でのプロモ

ーション等に取り組みます。（関係班：林業経営班、林業普及班） 

 
 

 林業経営班  
 
１ 県産材の利用の促進 

(1) 県産材輸出促進事業費              768千円（H27年度2月補正：1,006千円） 

      伊勢志摩サミットで注目を浴びたヒノキ等を海外の見本市でPRする経費等を支援しま

す。また、輸出に取り組む事業者等を対象に、輸出の拡大に向けた勉強会や検討会を開催

します。 

 

２ 持続可能な林業生産活動の推進 

(1) 林業・木材産業構造改革事業費            153,150千円（H28：265,683千円） 

事業者等が行う間伐および森林作業道の整備、高性能林業機械等の導入等を支援します。

また､森林組合に対する指導や、特用林産物生産団体の活動への支援、種苗生産事業者へ

の講習や採種園の整備を行います。 

 

○新 (2) 合板・製材生産性強化対策事業費〔68頁〕      3,166,000千円（H28年度12月、2月補正） 

       県が川上から川下までの林業･木材産業等関係者と共同で策定した体質強化計画に基づ

き、合板・製材工場等の施設整備に対して支援します。 

 

(3) 原木安定供給促進事業費               154,300千円（H28年度12月補正） 

       県が川上から川下までの林業･木材産業等関係者と共同で策定した体質強化計画に基づ

き、合板・製材工場等に原木を安定的に供給する事業者が行う間伐材の生産および路網整

備等に対して支援します。 

 

(4) 森林整備加速化・林業再生基金事業費           50,000千円（H28：225,856千円） 

三重県森林整備加速化・林業再生基金を活用して、市町や林業事業体等が行う、路網

の整備、高性能林業機械の導入等を支援します。 

 

(5) 造林事業費                      375,031千円（H28：360,234千円） 

                                       41,575千円（H28年度12月補正） 

森林の有する多面的機能の維持・増進や持続的林業生産活動等の推進を図るため、間

伐を促進するとともに、再造林や下刈り、路網整備等を支援します。 

 

(6) 低コスト造林推進事業費                 52,606千円（H28：104,439千円) 

伐採を控えている森林所有者の意欲を喚起し、植栽（再造林）から育林までの林業のト
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ータルコストを抑える「新しい林業経営」を進めるため、低密度な植栽等による低コスト

造林の取組を支援します。 

 
３ 森林の適正な管理と公益的な機能の発揮 

(1) 森林環境創造事業費                   73,698千円（H28：77,521千円） 

                                     8,315千円（H28年度12月補正） 

所有者から提供された森林を公共財として位置づけ、森林の有する公益的機能が持続

的に発揮されるよう、間伐等により針葉樹と広葉樹との混交林への誘導を行うなど、市町

等が行う森林の適正な管理を促進します。 

 

４ 農林水産業と福祉との連携の促進 

(1) 林業分野における福祉との連携推進事業費                 414千円 （H28：1,026千円） 

       林業分野において福祉との連携を進めるため、福祉事業者、木工事業者等を対象とし、

マッチングの取組事例を普及啓発するための検討会や勉強会を開催します。 

 

 

林業普及班  

１ 持続可能な林業生産活動の推進 
(1) 森林経営計画作成推進事業費             46,969千円（H28：18,222千円） 

林業事業体等による森林経営計画の作成を促進するため、森林情報の収集・整理、立木・

路網調査、境界の確認、説明会や個別訪問などの合意形成活動を支援します。また、境界

が不明確な森林における森林境界の明確化（境界測量）を支援します。 

 

２ 林業・木材産業の担い手の育成 
(1) 豊かな森と地域を担う人づくり事業費〔69頁〕2,606千円（H27年度2月補正：6,760千円） 

将来の森林・林業や地域の振興を担う人材を育成する機関として、みえ森林・林業アカ

デミー（仮称）の設置に向けた具体的な検討を行います。また、新規就業者の確保や林業

への理解を拡げるために、高校生の就業体験研修を実施するほか、労働災害の削減のため、

安全衛生指導員の養成や労働現場の循環指導等を実施します。さらに、自伐型林業を活性

化させるため、森林所有者等への技術支援を行います。 

 

 

林業研究所  

 
１ 農林水産技術の研究開発と移転 

(1) 林業技術開発事業費                     486千円（H28：884千円） 

森林・林業・木材産業に対する多様な県民ニーズに応えるため、自然栽培可能な高温

発生型きのこ栽培技術の開発や短期培養可能なきのこの開発、木造長期優良住宅にも適

用できるスギ厚板を用いた新しい床工法の開発等に取り組みます。 
 

(2) 林業技術高度化研究開発推進事業費            11,537千円（H28：3,430千円） 

林業・木材産業事業者等が持つ生産技術の課題を解決し、実用化・商品化等へつなげ

る研究プロジェクト等を推進するとともに、成果を効率的にあげるための研究評価の実

施や、林業・木材産業事業者に対する技術支援を行います。 
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14.治山林道課   治山班   TEL 059-224-２５７５ 
 林道班               ２５７４ 
 森林管理班            ２５７３ 

         FAX  059-224-２０７０ 
        E-mail  chirin@pref.mie.jp 

 

 
森林等における自然災害から地域住民の生命・財産を保全するため、治山ダム等による復旧工事

や予防工事を行うとともに、保安林において間伐等の森林整備を行い、保安林の機能を向上させる

など、災害に強い森林づくりを進めます。 

また、森林整備の基盤となる林道の整備を行い、林産物の安定供給を推進するとともに、森林の

持つ公益的機能が高度に発揮できる森林づくりに取り組みます。 
 
 

 治山班  
 
１ 山地災害対策の推進 
(1) 治山事業費                     991,472千円（H28：1,758,424千円） 

                            178,000千円（H28年度12月補正） 

山地災害の復旧、山地災害危険地対策による山地災害の未然防止や良質な水の安定供給

など県民生活の安全を確保するため、治山施設整備を進めるとともに、水源地域などの保

安林機能を向上させるための森林整備等を行います。 

 
(2) 県単治山事業費                     837,624千円（H28：621,401千円） 

山地災害危険地区における荒廃森林の復旧整備や、国補対象外の小規模な荒廃地等の復旧

整備を進めます。 

 
(3) 県単山地災害危険地対策事業費            772,800千円（H28：812,300千円） 

人家等に近接し緊急度が高く、国庫補助事業の採択基準に満たない小規模な山地災害危険

地区の整備を行います。 

 
(4)  治山施設災害復旧事業費                    94,500千円（H28：126,000千円） 

平成29年度に林地荒廃防止施設に災害が発生した場合の復旧を行います。 

 

○新  (5) 治山施設長寿命化対策事業費〔69頁〕                  79,380千円（H28：－千円） 

県が管理する治山施設について、長寿命化を推進するための施設の調査点検・計画の策

定および施設の機能強化・老朽化対策等を行います。 
 

２ 森林の適正な管理と公益的な機能の発揮 

 (1) 災害に強い森林づくり推進事業費               392,067千円（H28：720,084千円） 
「みえ森と緑の県民税」を活用し、「災害に強い森林づくり」を進めるため、流木となる

おそれのある渓流沿いの樹木の伐採・搬出、治山施設等に異常堆積した土砂や流木の撤去等

を行います。 
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 林道班  
 
１ 持続可能な林業生産活動の推進 
(1)  林道事業費                           309,778千円（H28：397,461千円） 

                               21,000千円（H28年度12月補正） 

木材の生産や運搬に必要となる林道を開設するとともに、輸送力の向上と通行の安全の

確保等を図るため、既設林道の改良などを実施します。 
 

(2) 県単林道事業費                             5,457千円（H28：18,043千円） 

森林の適正な維持管理により森林の有する公益的機能を高度に発揮させるとともに、林

産物の安定供給を図るため、林道事業(国補事業)の対象とならない小規模な林道の開設や改

良等の基盤整備を進めます。 
 
(3)  林道施設災害復旧事業費                 665,000千円（H28：665,000千円） 

自然災害により被災した林道施設の復旧を支援します。 
 
(4) 林道長寿命化促進事業費                     88,973千円（H28：70,470千円） 

林道の長寿命化を促進するため、林道橋等の点検・診断および個別施設計画の策定を支

援するとともに、長寿命化に向けた林道施設の改良・補修・更新等を支援します。 
 
 

 森林管理班  
 
１ 持続可能な林業生産活動の推進 
 (1) 県行造林事業費                      49,692千円（H28：42,162千円） 

県内１４市町３，４０９haの森林に地上権を設定した県行造林において、「三重県県行造

林経営計画」に基づき当該森林の経営・管理を行います。 

    

２ 森林の適正な管理と公益的な機能の発揮 
(1) 保安林整備管理事業費                    8,772千円（H28：10,964千円） 

地域森林計画に基づき、水源の涵養、災害の防備、生活環境の保全・形成、保健休養機能

等の発揮が特に必要な森林を保安林に指定するとともに、適正な維持管理を行い、森林の保

全を図ります。  
 

(2) 森林病害虫等防除事業費                   690千円（H28：1,101千円） 

森林病害虫等防除法に基づき指定した「保全すべき松林」に対し、重点的に松くい虫防除

を実施し、被害の拡大防止に努めます。 
〔松くい虫防除（地上散布、伐倒駆除、特別伐倒駆除）、その他病害虫防除〕 
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15.みどり共生推進課  みどり推進班   TEL 059-224-２５１３

野生生物班               ２５７８

自然公園班              ２６２７

              FAX 059-224-２０７０

            E-mail  midori@pref.mie.jp

 

 

 「みえ森と緑の県民税」を活用して、「災害に強い森林づくり」と「県民全体で森林を支える

社会づくり」を市町と連携して着実に進めます。また、優れた自然環境の保全や希少な野生動植

物の保護などの取組を様々な主体と連携しながら進めます。 

さらに、世界水準のナショナルパークをめざす伊勢志摩国立公園において、美しい自然景観等

の魅力を国内外から訪れる利用者に十分体験・体感していただけるよう、国立公園内のビューポ

イントの整備や自然景観の保全、エコツーリズムの推進、地域資源の保全と活用を担う人材育成

等に取り組みます。 

 

みどり推進班 
 
 

 
１ みんなで支える森林づくりの推進 
(1) みえ森と緑の県民税市町交付金事業費                736,527 千円（H28：406,376 千円） 

｢みえ森と緑の県民税｣を活用して、「災害に強い森林づくり」および「県民全体で森林

を支える社会づくり」を推進するため、市町が地域の実情に応じて創意工夫した森林づく

り等の施策を展開できるよう交付金を交付します。 

 
(2) みんなでつくる三重の森林事業費               856 千円（H28：1,557 千円） 

様々な主体による森林づくり活動や緑化活動への参画を進めるため、県民、企業、 

ＮＰＯ等への情報提供や支援を行います。 

 
(3) 森を育む人づくりサポート体制整備事業費       27,195 千円（H28：30,000 千円） 

森林環境教育や木育、森林づくり活動に係る相談窓口となる「みえ森づくりサポートセ

ンター」を運営するとともに、森林環境教育指導者や森づくり技術者を育成します。また、

森林環境教育や木育、森林づくり活動を広めるための基本計画の策定などを行います。 

 
 

野生生物班 

 
１ 貴重な生態系と生物多様性の保全  

(1) 希少生物保全事業費                            382 千円（H28：625 千円） 

人と自然が共生できる地域環境をつくるため、特に重要な希少野生動植物の生息・生育

状況調査や県指定希少野生動植物種の指定を進めるとともに、盗掘防止パトロールや保全

活動の実施、外来生物対策の普及啓発を促進します。 

 
(2) 野生生物保護事業費                   1,670 千円（H28：2,378 千円） 

多様な自然環境の保全、野生生物の保護に係る普及啓発および傷病鳥獣の対策、子ど

もたちが参加する自然観察会等を行います。また、貴重な自然環境を保全するため、自然
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環境保全指導員を配置し、巡視活動や情報収集を行います。 

 
 

自然公園班 
 
  

 
１ 貴重な生態系と生物多様性の保全  

 (1) 自然環境保全対策事業費                          207 千円（H28：443 千円） 

優れた自然の風景地を有する区域を将来にわたって保護するため、県内の自然公園の適

正な保全等を行います。また、自然公園等において生態系の維持や回復が必要な地域の調

査や対策を関係者と協力して実施します。 

 

２ 自然とのふれあいの促進  

○新 (1) 自然公園ナショナルパーク化促進事業費〔69頁〕     149,130千円（H28：－千円） 
                            101,000千円（H28年度3月補正） 

世界水準のナショナルパークをめざす伊勢志摩国立公園において、美しい自然景観等の

魅力を国内外から訪れる利用者に十分体験・体感していただけるよう、国立公園内のビュ

ーポイントの整備や自然景観の保全、エコツーリズムの推進、地域資源の保全と活用を担

う人材育成等に取り組みます。 

 

(2) 自然公園利用促進事業費                  20,517 千円（H28：22,613 千円） 
県民の自然とのふれあいを促進するため、東海および近畿自然歩道、大杉谷登山歩道な

ど自然公園施設等の適正な維持管理を行います。 

 

(3) 森林公園利用促進事業費                 51,784 千円（H28：50,850 千円） 
森林環境教育や自然とのふれあいの拠点施設である三重県民の森など、森林公園の適切

な維持管理を進めるとともに、利用者のニーズに合わせたイベント等を開催し、利用増進

を図ります。 
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16.水産資源・経営課    水産政策班   TEL 059-224-２５２２ 
  水産増殖班                  ２５８４ 
  漁業経営班         ２６０６ 

水産流通班         ２５１５ 

             FAX 059-224-２６０８ 

          E-mail suisan@pref.mie.jp 

 

 
もうかる水産業の実現をめざし、「三重県水産業・漁村振興指針」に基づき、地域の水産業や漁

村の活性化に向けた取組を支援するとともに、県産水産物の高付加価値化や輸出を含めた販路拡大、

海女漁業や養殖業の振興に取り組みます。 
また、持続的な水産業の確立に向け、栽培漁業を推進するとともに、水産業普及指導員の活用に

より、新規就業者の支援や水福連携の推進などによる多様な担い手の確保・育成、新技術の導入の

促進などによる漁業者の経営力向上を図ります。 
  

 水産政策班   
 
１ 高い付加価値を生み出す水産業の確立 
(1) 連絡調整事務費     2,575千円（H28:2,584千円） 

日本水産資源保護協会など全国規模の水産団体等に参画し、水産施策を検討する上で必要

となる水産関係の新技術や漁海況の情報の収集を行います。 

 
２ 農林水産技術の研究開発と移転 
(1) 水産業技術開発推進費 62,712千円（H28：66,690千円） 

水産業を支える技術開発をめざし、水産物の産地間競争力を高める新品種や優良品種の作

出および高品質化を図るとともに、資源管理の推進や栽培漁業、養殖業等つくり育てる漁業

の推進に必要な技術を開発します。 
① 水産関係県単経常試験研究費               7,171千円（H28:5,323千円） 
「アユ資源回復のための放流効果向上対策事業」「英虞湾漁場環境基礎調査」「イセエビ

種苗生産・放流技術の高度化」「伊勢湾の複合型藻類養殖技術開発事業」など魚介藻類の

増養殖技術、本県沿岸域における漁業生産性向上のために緊急に対応を要する技術開発、

漁場環境のモニタリング、内水面調査等、地域のニーズに対応するための調査研究を実施

します。 

② 資源評価調査事業費                   21,297千円（H28:20,486千円） 
漁獲統計資料の解析、生物測定調査や調査船調査の結果に基づき、イワシ類、サバ類な

どの資源量の評価を行い、漁獲可能量を算出するための基礎資料を収集します。 
③ 日本周辺高度回遊性魚類資源調査事業費           2,252千円（H28:2,267千円） 

マグロ類やカツオなどの高度回遊性魚類について、漁獲データや生物調査結果等の収

集・解析を行います。 
④ 熊野灘沿岸における有害プランクトン優占化機構に関する研究費  

2,169千円（H28：2,290千円） 

熊野灘沿岸域で発生する大規模有害赤潮の発生を事前に予察する技術を開発し、漁業被

害の軽減を図ります。 
⑤ 新しい真珠養殖技術実証化事業費              164千円（H28：1,200千円） 

真珠養殖業の振興を図るため、高品質真珠の生産に係るアコヤガイの育種および養殖技

術の開発に関する研究を行います。 
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⑥ 水産業技術高度化研究開発推進事業費         29,659千円（H28：31,909千円） 

「アサリ資源回復のための母貝・稚貝・生育場の造成と実証」「耐病性や真珠品質に基づ

くアコヤガイ選抜技術と育種素材の開発」など漁業者が抱える漁業生産技術の課題解決と

さらなる技術向上に資する研究プロジェクトを推進します。 

 
(2) 水産業試験研究管理費                            49,753千円（H28:50,195千円） 

水産研究所および所属調査船の維持管理を行います。 
 

水産増殖班  
 
１ 高い付加価値を生み出す水産業の確立 

 (1) サミットのレガシーを活用した海女漁業活性化事業費 
2,597千円（H28：5,137千円） 

伊勢志摩サミット開催により需要が増え価格が上昇しているクロアワビについて、資源

増大に取り組むことで海女漁業の収入安定化を図ります。 

 (2) 海女漁業の魅力発信事業費〔70頁〕       1,326千円（H27年度2月補正：1,771 千円） 
海女漁業や海女文化の振興による地域活性化を目的に、海女自身が参加し、関係市、県、

機関等により設立された海女振興協議会の活動を通じて、海女の料理教室や首都圏等での
イベントにおける海女漁業・文化や「海女もん」等の魅力発信の取組を支援します。 

(3)「元気な海女さん」による里海創生モデル構築事業費     402千円（H28: 515千円） 

海女の高齢化をふまえた効率的な漁獲方法の検討など、海女漁業の継続に向けた取組を支

援します。 

(4) 養殖経営強化支援事業費           1,375千円（H27年度2月補正：2,899千円） 

養殖業が重要産業である南部地域において、作業の共同化による生産性の向上、収益増

等につながる取組を行うグループを支援します。 
(5) 三重ノリ生産・販売体制構築事業費            1,375千円（H28：1,504千円） 

アサクサノリの生産体制構築および県産黒ノリの販売戦略の構築に向けた取組を支援

します。  

(6) 持続的な水産物供給体制構築事業費              725千円（H28： 940千円） 

養殖水産物の新規疾病への対応、環境浄化機能を有する藻類養殖の展開により、持続的な

水産物供給体制の構築を進めます。 

 

２ 資源管理・漁場環境保全等の推進 

(1) 種苗生産推進事業費                                57,969千円（H28:61,711千円） 
三重県栽培漁業基本計画に基づき、沿岸の水産資源の維持増大を図るため、三重県栽培漁

業センター（浜島）においてヒラメ、トラフグ、クルマエビなどの放流用種苗の生産供給を

行います。 

(2) 栽培漁業センター整備費                            7,899千円（H28: 172千円） 

三重県栽培漁業基本計画に基づく効果的な放流を実施するため、栽培漁業センターの種苗

生産施設の適切な管理と修繕を実施します。 

 

３ 農水産物の安全・安心の確保 
(1) 消費者に安心される養殖水産物の生産体制整備事業費     1,364千円（H28:1,426千円） 

水産物の安全・安心の確保を図るため、新規疾病を含む魚病診断や水産用医薬品の残留

検査等の養殖衛生管理指導に加え、水産関係団体等と連携した貝毒検査を実施します。 

 

 



 - 49 -

漁業経営班  

 
１ 水産業の担い手の確保・育成 

(1) 水産業・漁村を支える担い手の確保育成事業費         1,199千円（H28：1,885千円） 
水産業・漁村を支える担い手の確保・育成を図るため、漁師塾の地区拡大や大学生等を対

象とした漁業インターンシップの実施に取り組みます。 
 

(2) 漁業の担い手人材育成・確保事業費           3,926千円（H28：3,600千円） 
    漁業就業希望者や新規就業者、雇用・指導する人材などを対象に、それぞれが必要とな

るスキル等の習得をめざす研修を実施します。 
 

(3) 水産業改良普及事業費                             2,627千円（H28：3,330千円） 
水産業普及指導員を配置し、漁業者や漁業者グループに対して最新の研究成果に基づく

情報提供、活動事例の紹介、具体的な活動手法や技術の指導・助言を行うなど、意欲ある
経営体の育成・確保に努めます。 

 
(4) 漁業近代化資金融通事業費                    65,152千円（H28: 66,178千円） 

漁業者が金融機関から借り入れる長期の施設資金および負債整理資金等に対し利子補給
を行うことにより、経営の近代化や固定化債務の整理による経営の再建等を支援します。 

 
(5) 沿岸漁業改善資金貸付事業特別会計繰出金          988千円（H28：759千円） 

沿岸漁業改善資金貸付事業特別会計に事務費を繰り出します。 
 
(6) 沿岸漁業改善資金貸付事業費（特別会計）          52,858千円（H28：178,094千円） 

新しい技術の導入等に取り組もうとする沿岸漁業者等や新たに漁業経営を開始しようと
する青年漁業者等に対し必要な資金の貸付を行うことで、沿岸漁業者等の経営改善を図り
ます。 
 

２ 農林水産業と福祉との連携の促進 
(1) 水福連携による担い手育成事業費            745千円（H27年度2月補正：2,977千円） 

障がい者を新たな漁業の担い手として位置付け、漁協や漁業者等が福祉事業所等に委託す
る新たな漁労関連作業を創出することにより、障がい者の就労機会の拡大を図ります。 
 

水産流通班  

 

１ 高い付加価値を生み出す水産業の確立 

○新  (1)東京オリ・パラに向けたみえの水産物販売力強化事業費〔70頁〕 

8,674千円（H28：－千円） 

東京オリンピック・パラリンピックの食材調達基準に適合した県産水産物の供給をめざし、

持続可能性を確保した漁業の認証取得に向けた支援を行うとともに、食材調達基準を満たす

県産水産物の販売力強化等に取り組みます。 

○新 (2)魅力あるみえの水産物輸出力強化事業費〔70頁〕          2,645千円（H28：－千円） 

県産水産物の販路拡大を図るため、アジア経済圏での商談会開催や事業者の販売促進活動

の支援を通じ、海外での評価を高め、恒常的な輸出につなげます。 

○新  (3)三重県産水産物輸出加速化事業費〔70頁〕            943千円（H28：－千円） 

事業者が取り扱う品目ごとにＥＵ市場における輸出先国の見極めを行うため、ＥＵ向け輸

出実績のある国内商社との相談機会を創出します。 
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(4)みえのさかな消費機会創出事業費              874千円（H28：1,192千円） 

消費者の健康志向の高まりに合わせ、健康に係る魚の機能性や簡単な魚調理方法を伝えら

れる人材を育成し、魚食普及を推進することで水産物の消費拡大につなげます。 
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17.漁業環境課    漁協班         TEL 059-224-２５８２ 
  漁業調整班                ２５８８ 
  取締・漁船班          ２５９０ 
             FAX 059-224-２６０８ 
       E-mail gyogyou@pref.mie.jp 

 

 
 「三重県水産業・漁村振興指針」に基づき、漁業協同組合が地域水産業の振興に中核的な役割
を担えるよう組織の強化・健全化を促進します。 
 また、持続的な水産業の確立に向け、漁業者による資源管理体制の構築を図るとともに、漁業
秩序を維持するための漁業取締業務を実施します。 
 
 

漁協班  
 
１ 水産業の担い手の確保・育成 
(1) 漁協合併等対策指導事業費                      608千円（H28：1,249千円） 
   県漁連が行う合併推進活動等に対し補助を行うとともに、水産業協同組合法に基づき、

県内漁協の指導および監督に取り組みます。 
 
(2) 漁業共済推進事業費                          16,559千円（H28：16,752千円） 

   ① 漁業共済推進事業費 
     漁業者が、異常事象などによって受ける損失を補てんする漁業共済への加入を推進する

とともに、異常な赤潮による損失に備え、養殖共済の赤潮特約に係る掛金の一部を漁業共

済（赤潮特約）事業費補助金により補助します。 
② 漁業経営セーフティーネット推進事業費 

     燃油価格や配合飼料価格の高騰に備え、漁業者と国が資金を積立て、一定の基準を超え

た場合に補てん金が支払われる漁業経営セーフティーネット構築事業への加入を推進しま

す。 
 

漁業調整班  
 
１ 資源管理・漁場環境保全等の推進 

(1) 漁業調整通常事務費                   2,511 千円（H28: 2,537 千円） 

遠洋・沿岸・沖合漁業等が行われるすべての水面における漁業調整、漁場利用の合理化

の推進、海面および内水面漁業における漁業の許認可および漁業権免許事務などを行いま

す。 

 

(2) 資源管理体制・機能強化総合対策事業費〔71 頁〕      6,206 千円（H28: 6,772 千円） 

漁業者自らが取り組む資源管理計画の策定促進および策定に必要な情報提供を行うと

ともに、策定した計画の履行状況の確認を実施します。また、国の漁獲可能量制度（ＴＡ

Ｃ制度）に基づき、必要な情報の収集・整理および国への報告等を行うとともに、必要に

応じて漁獲制限等の措置を実施します。 

 

２ 獣害につよい集落活動の実践による被害防止の推進  

(1) 内水面域振興活動推進事業費              1,184 千円（H28: 2,096 千円） 

内水面漁業の振興を促進するため、内水面漁業協同組合等が行うアユの種苗放流、カワ
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ウ・外来魚の駆除対策を支援します。また、ウナギ資源の持続的な利用を図るため、ウナ

ギ養殖業者に対する資源管理に係る指導等を行います。 

 

３ 農山漁村の有する多面的機能の維持・発揮  

(1) 遊漁調整通常事務費                    590 千円（H28: 636 千円） 

海面における遊漁等海洋性レクリエーションと漁業との海面利用調整を図り、秩序あ

る海面利用を促進するとともに、遊漁船業者の登録事務や立入検査などを行い、遊漁者の

安全確保を図ります。 
 

取締・漁船班  

 

１ 資源管理・漁場環境保全等の推進 
(1) 漁船登録事務費                                           5,657千円（H28：5,720千円） 

漁船の建造許可、登録、検認等を行います。 

  
(2) 漁業取締事業費                                          28,148千円（H28:28,667千円） 

漁業秩序を維持するための漁業取締業務を実施するとともに漁業取締船の機能向上と維

持管理を行います。 

 
(3) 漁業取締船整備費                    69,134千円（H28:29,123千円） 

船舶安全法に基づいて、漁業取締船「神島」が定期検査を受検します。 
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18.水産基盤整備課   漁港・海岸整備班  TEL 059-224-２５９８

 漁場・漁村整備班        ２５９７

 水産基盤管理班          ２６０９

          FAX 059-224-２６０８

           E-mail suikiban@pref.mie.jp 

 

                                                                                   
三重県は、全国第６位（平成 27 年漁業・養殖業生産統計）の漁業生産高を誇る水産県であり、

県内 73 漁港（県営 12、市町営 61）を中心に、さまざまな漁業が営まれています。しかしなが

ら、漁獲量の減少、漁業者の高齢化、後継者不足など、漁業を取り巻く状況は厳しさを増してい

ます。また、漁港海岸は、多くの施設が築後 50 年程度経過しており老朽化が進んでいる状況で

す。 
このようなことから、地震・津波に対応するための防災・減災機能の強化、漁港・漁村の持つ

ストック効果を最大化するための整備、自然と共生する水産業を構築するための藻場・干潟等の

再生保全に総合的に取り組みます。 

 

 

漁港・海岸整備班  
 
 
１ 高潮・地震・津波対策の推進 
(1) 県営漁港海岸保全事業費〔71頁〕                      104,750千円（H28：231,673千円） 

南海トラフ地震等の大規模自然災害に備え、漁港海岸施設の機能強化（耐震対策）を図

るとともに、施設の老朽化などをふまえた長寿命化計画を早急に策定します。 
 

 (2) 県営受託漁港海岸保全事業費             453,200千円（H28：126,000千円） 

南海トラフ地震等の大規模自然災害に備え、漁港海岸施設の機能強化（耐震対策）を行う

ため、公益上特に必要があると認める地域の堤防や護岸等について、県が市町から受託し事

業を実施します。 
 

２ 水産基盤の整備・保全 
(1) 県営水産物供給基盤機能保全事業費               261,461千円（H28：128,000千円） 

                             25,500千円（H28年度12月補正） 

県民の安全・安心の確保を図るため、漁港施設の老朽化などをふまえた機能保全計画を早

急に策定し、災害時に本来の機能が発揮できるよう保全工事を実施します。 

  

  (2) 市町営水産物供給基盤機能保全事業費                  318,530千円（H28：259,030千円） 

                              50,200千円（H28年度12月補正） 

県民の安全・安心の確保を図るため、漁港施設の老朽化などをふまえた機能保全計画を早

急に策定し、災害時に本来の機能が発揮できるよう保全工事を行う市町に対して支援します。 

 

(3) 県営漁港施設機能強化事業費                       24,139千円（H28：267,750千円） 

大規模地震や津波等の自然災害に備えるため、漁港の防波堤、護岸の改修や岸壁の耐震化

等の整備を実施します。 

 

 (4) 市町営農山漁村地域整備事業費             222,810千円（H28：164,360千円） 

大規模地震や津波等の自然災害に備えるため、漁港の防波堤等を整備する市町および漁村
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地域の就労環境ならびに生活環境の改善を図る市町に対して支援します。 
  

(5) 県営水産生産基盤整備事業費〔71頁〕                252,000千円（H28：241,400千円） 

                              178,000千円（H28年度12月補正） 

       水産物の生産機能の強化および緊急物資の確保を図るため、防波堤および浮桟橋等の整

備を実施します。 

 

                                          
 

漁場・漁村整備班  

  

１ 資源管理・漁場環境保全等の推進 

 (1) 三重の未来を紡ぎ繋げる漁業振興事業費〔72頁〕     292,740千円（H28：315,000千円） 

     青ノリ、真珠等の品質向上および海域環境の改善を図るため、英虞湾の堆積汚泥を浚渫に

より除去します。 

 

  (2) 海女漁業等環境基盤整備事業費〔72頁〕             216,924千円（H28：448,900千円） 

                             273,500千円（H28年度12月補正） 

浅海域での多様な生物相とその再生産による自然浄化能力の再生により、海女漁業等の

漁業生産力ならびに水質浄化機能の回復や水産資源の生息場の環境改善を図るため、藻場

の造成を実施します。 
 
   (3) 伊勢湾アサリ復活プロジェクト推進事業費〔72頁〕  146,665千円（H28：140,494千円） 

伊勢湾漁業の主要魚種であるアサリが激減し危機的状況にある資源を復活させるため、

アサリの浮遊幼生が大量に発生する母貝場づくり、河口域に定着した稚貝の大量移殖放流

システムづくり、河川に堆積した土砂を活用した干潟や浅場の造成などを実施します。 
 

(4) 水産多面的機能発揮対策事業費                         8,595千円（H28：9,358千円） 

水産多面的機能を発揮させることにより、水産業・漁村の活性化を図っていくため、漁業

者等から構成される活動組織が行う干潟・藻場の再生や保全活動に対して助成します。 

 
２ 水産基盤の整備・保全 
 (1) 広域漁場整備事業費                        6,300千円（H28：120,750千円） 

    増殖場造成の効果検証や今後のより効果的な増殖施設等の整備を推進するため、事業実施

箇所においてモニタリング調査を実施します。  
 
 (2) 強い水産業づくり施設整備事業費              14,116千円（H28：231千円） 

                              204,512千円（H28年度2月補正) 

水産業の健全な発展および水産物の安定供給を図るため、漁業生産基盤としての共同利用

施設等の整備を行う市町、漁業協同組合等に対して支援します。 

 
(3) 水産関係施設機能保全等支援事業費                582千円（H28：1,163千円） 

地域漁業の持続的な発展を図るため、既存施設の機能保全や省力化、省エネルギー化なら

びに環境対策等に係る施設整備を行う市町、漁業協同組合等に対して助成します。 

 

 

 



 - 55 -

３ 生活排水対策の推進 
  (1) 漁業集落排水整備支援事業費                8,223千円（H28：7,400千円） 

漁村の生活環境および水域環境の改善を図るため、市町が行う漁業集落排水整備に対して

支援します。 
 

 

水産基盤管理班  

 

１ 水産基盤の整備・保全 

(1) 漁港管理費                                4,178千円（H28：4,205千円） 

県が管理する漁港および漁港海岸を安全かつ快適に利用していただけるよう、巡視による

危険箇所の確認等、適切な施設の維持管理を行います。 

 
 (2) 県単漁港改良事業費                                   58,948千円（H28：76,137千円） 

国の採択基準に満たない小規模な漁港および漁港海岸施設の改良事業を実施するとと

もに、同様の事業を実施する市町に対して助成します。 
 

 (3) 漁港・海岸維持修繕事業費                      26,127千円（H28：42,451千円） 

県が管理する漁港および漁港海岸において、漁港および海岸保全施設の小規模な維持修繕

を行います。 

 
 (4) 県単漁港環境整備事業費                      11,000千円（H28：11,200千円） 

県が管理する漁港区域内の環境を良好に維持するため、区域内の清掃・美化活動等を行

います。 
    

 (5) 県単沿岸漁場整備事業費                       15,440千円（H28：24,604千円） 

県有施設の補修・維持管理や、広域的な漁場整備又は漁場保全の計画等に関する調査研

究を行うとともに、国の採択規準に満たない小規模な事業を実施する市町等に対して助成

します。  
 
(6) 県営漁港施設等災害復旧事業費                        182,700千円（H28：231,000千円） 

災害により被害を受けた漁港、海岸施設の機能を、県においてすみやかに復旧します。 

 

２ 高潮・地震・津波対策の推進 

(1) 漁港海岸漂着物等処理推進事業費             2,075千円（H28：2,075千円） 

県が管理する漁港海岸において、海岸の良好な景観および環境の保全を図るため、海岸漂

着物の回収・処理を実施します。 
 





 

 

 

 

 

 

第３ 平成２９年度主要事業および新規事業 
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3．フードイノベーション課 

事務事業名  みえフードイノベーション総合推進事業費（平成２６年度～） 

事業の概要 

 農林水産資源を活用して、産学官連携による新たな商品等を革新的に生み出す

「みえフードイノベーション」を推進するため、意欲ある事業者のネットワーク

化、商品開発プロジェクトの創出、人材育成、商品力強化等に総合的に取り組み

ます。また、各研究所と事業者等との連携を促進することにより、商品化につな

がる技術の開発・移転や生産体制の強化等を進めます。 

（1）みえフードイノベーションネットワーク運営事業 

（2）みえフードイノベーション・６次産業化支援事業 

(3) バリューチェーン構築推進事業 

(4) バリューチェーン形成プロジェクト事業 

（5）ゴマ新需要創出産地支援事業 

県 予 算 額  １６７，７２３千円（H28 123,320千円） 

担当課・班  フードイノベーション課 イノベーション創出班（059-224-2391） 

（ 備 考 ） 
 負担区分：国10/10・国1/2（６次産業化ネットワーク活動交付金、地方創生推

進交付金、地域特産作物新需要創出産地支援事業費補助金）、一部
県費 

 

事務事業名  みえの獣肉等付加価値向上促進事業費（平成２６年度～） 

事業の概要 

野生獣肉の地域資源としての活用を拡大するため、「みえジビエ推進協議会」と

連携し、「みえジビエ登録制度」の普及啓発に取り組むとともに、「みえジビエ」

の安全性を確保するモニタリング検査等を実施します。 

県 予 算 額  １，９４６千円（H28年 2,169千円） 

担当課・班  フードイノベーション課 イノベーション創出班（059-224-2391） 

（備考） 負担区分：国1/2（地方創生推進交付金） 

 

事務事業名  戦略的ブランド化推進事業費（平成２４年度～） 

事業の概要 

特に優れた県産品とその事業者を「三重ブランド」として評価・認定します。

さらに、認定審査の過程で、申請事業者取組について、強みや弱み、課題などを

明らかにし、フィードバックすることで事業者の育成支援につなげます。 

県 予 算 額  ２，４５４千円（H28 2,704千円） 

担当課・班  フードイノベーション課 ブランド向上班（059-224-2395） 

（備考）  
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事務事業名  食で生みだす絆づくり・輪づくり推進事業費（平成２４年度～） 

事業の概要 

「第３次三重県食育推進計画」に基づき、地域における食育活動を促進するた

め、さまざまな関係団体等と連携しながら、食育に関する情報発信や啓発活動に

取り組みます。 

また、地産地消の拡大に向け、「人と自然にやさしいみえの安心食材表示制度」

や「みえ地物一番の日」キャンペーンに関する情報発信を行うことで、食の絆（信

頼）の醸成を進めます。 

県 予 算 額  ４，６２６千円（H28 1,604千円） 

担当課・班  フードイノベーション課 ブランド向上班（059-224-2395） 

（備考）  負担区分：一部国10/10・1/2（地域の魅力再発見食育推進事業費補助金） 

 

事務事業名   みえの農林水産物の魅力総合発信事業費（平成２８年度～） 

事業の概要 
伊勢志摩サミットのレガシーを生かし、県産農林水産物のブランド力や認知度の

さらなる向上を図るため、首都圏等における三重の食魅力発信やブランド力育成に

取り組みます。 

県 予 算 額 ６，７３２千円（H27年度2月補正 18,421千円） 

担当課・班  フードイノベーション課  プロモーション促進班（059-224-2391） 

（ 備 考 ）  負担区分：国1/2（地方創生推進交付金） 

 

事務事業名   農林水産物の東京オリ・パラに向けた総合推進事業費（平成２９年度～） 

事業の概要 
東京オリンピック・パラリンピックの需要に向け、県産農林水産物の活用の拡大

を図るため、専門部会を設置した協議会等の立ち上げや、食品メーカー等への加工

食材の活用提案等に取り組みます。 

県 予 算 額 １，７５８千円（H28 －千円） 

担当課・班  フードイノベーション課  プロモーション促進班（059-224-2391） 

（ 備 考 ）  負担区分：国1/2（地方創生推進交付金） 
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5.担い手支援課 
事務事業名 地域活性化プラン推進事業費（平成２３年度～） 

事業の概要 

地域の農業者をはじめさまざまな関係者の創意工夫のもと、農地、景観、文化、
人材など、地域資源を有効活用する取組へのスタートアップと実践を支援するこ
とで、農産物の高付加価値化や地域の取組の発展、人材の確保・育成等の新たな
価値創出につながる取組を進める集落や産地等の育成を行います。 
（1）地域活性化プラン策定支援推進事業 
（2）地域活性化プランスタートアップ促進事業 

県 予 算 額 １，９６９千円（H28 3,938千円） 
担当課・班 担い手支援課 農業活性化推進班 (059-224-2016） 
（備考）  

 
事務事業名  中山間地域農業を起点とした雇用創出プロジェクト事業費（平成２７年度～）

事業の概要 

 中山間地域において、農業を起点とした雇用の創出などにモデル地域を設けて取

り組むとともに、モデル地域以外での就業機会の創出につながる新たな取組へのチ

ャレンジを促進します。 
（1）中山間地域農業雇用創出プロジェクト推進事業 
（2）中山間地域農村地域団体スタートアップ促進事業 

県 予 算 額  ２，３９８千円（H27年度2月補正 24,700千円）
担当課・班  担い手支援課 農業活性化推進班（059-224-2016） 

（備考） 負担区分:国1/2（地方創生推進交付金） 

 

事務事業名  農山漁村新規ビジネス創出人材育成・確保事業費（平成２７年度～） 

事業の概要 

 農山漁村を活性化するため、新規ビジネスへの就業希望者と新規ビジネス展開
に意欲的な農業法人等を公募・マッチングし、農業法人等において実践的な訓練
を実施することで、６次産業化等新規ビジネスを創出する人材の育成を図ります。
（1）人材の募集・農業法人等とのマッチングの実施 
（2）専門研修、雇用型訓練の実施 

県 予 算 額  ６，８６２千円（H28 15,531千円） 

担当課・班  担い手支援課 農業活性化推進班 (059-224-2016） 

（備考） 負担区分：国10/10 (委託費) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 59 -

事務事業名  農業技術高度化研究開発推進事業費（平成２５年度～） 

事業の概要 

 国等から交付される競争的研究資金を活用し、他の公設試験研究機関等と連携
しながら、県内農業の振興に生かすことのできる高度な技術課題を解決するため
の研究開発に取り組みます。 
 （継続課題：２７課題、新規課題：３１課題） 
＜代表例＞ 

・ICTを用いた総合的技術による農と林が連動した持続的獣害対策体系の確立
・種子繁殖型イチゴ品種「よつぼし」の全国展開に向けた省力栽培体系とICT

による生産者ネットワークの確立 
・硬質小麦タマイズミの縞葉縮病と穂発芽抵抗性を強化した「スーパータマイ

ズミ」の開発 

県 予 算 額  １４０，９５１千円（H28 144,352千円） 
担当課・班  担い手支援課 農業活性化推進班（059-224-2016） 

（備考） 農業研究所（0598-42-6354）が実施 

 

事務事業名  畜産業技術高度化研究開発推進事業費（平成２５年度～） 

事業の概要 

 国等から交付される競争的研究資金を活用し、他の公設試験研究機関等と連携
しながら、県内畜産業の振興に生かすことのできる高度な技術課題を解決するた
めの研究開発に取り組みます。 
 （継続課題：２課題） 

・栄養収量の高い国産飼料の低コスト生産・利用技術の開発 
・家畜の生涯生産性向上のための育種手法の開発 

県 予 算 額  ３，６５０千円（H28 6,290千円）
担当課・班  担い手支援課 農業活性化推進班 (059-224-2016） 

（備考） 畜産研究所（0598-42-2029）が実施 

 

事務事業名 農業経営基盤強化促進事業費のうち経営体育成支援事業費（平成２５年度～）

事業の概要 
 人・農地プランおよび経営体育成支援計画が作成された地域の中心経営体等に対
し、農業用機械・施設等の導入を支援します。（事業実施主体：市町） 

助成対象等  地域の中心経営体（補助金の交付先：市町）

県 予 算 額  ４４，０８７千円（H28 44,170千円）
担当課 ･班   担い手支援課 経営体支援班（059-224-2354）
（ 備 考 ）  負担区分:国10/10 補助率：3/10以内 
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事務事業名 
 農用地利用集積特別対策事業費のうち 

人・農地プラン作成事業、機構集積協力金（平成２４年度～） 

事業の概要 
 市町が行う人・農地プランの作成活動に要する経費への助成および人・農地プラ
ンに位置づけられた中心経営体への農地集積に協力する者に対して、市町を通じて
協力金を交付します。 

助成対象等  市町、農地集積に協力する者（要件あり）
県 予 算 額 １５１，７５０千円（H28 356,430千円）
担当課 ･班   担い手支援課 経営体支援班（059-224-2354）
（ 備 考 ）  負担区分：国10/10・1/2 補助率：定額 

 

事務事業名  農地中間管理機構事業費（平成２６年度～） 

事業の概要 
「農地中間管理事業の推進に関する法律」に基づき、農地の中間受け皿となる農地

中間管理機構が行う、農地の賃貸借等を通じた農地利用の再配分を進めること等によ

り、担い手への農地集積・集約化等を促進します。 

助成対象等  （公財）三重県農林水産支援センター
県 予 算 額  １２２，２２２千円（H28 121,826千円）
担当課 ･班   担い手支援課 経営体支援班（059-224-2354）
（ 備 考 ）  負担区分：国10/10～7/10 補助率：定額 

 

事務事業名  園芸産地における障がい者雇用の促進事業費（平成２７年度～） 

事業の概要 

園芸産地における障がい者の雇用を促進するため、園芸農家等において障がい

者の就労体験を実施し、また、障がい者の就労適応を支援する人材である農業ジ

ョブトレーナーのスキルアップを図り、登録・派遣する制度の整備に取り組みま

す。 

（1） 農業ジョブトレーナーのスキルアップ研修 

（2）雇用型就労体験等の実施 

（3）農業ジョブトレーナーの登録・派遣制度に関する提案 等 

県 予 算 額 ７，１４８千円（H28 7,148千円） 

担当課 ･班 担い手支援課 経営体支援班（059-224-2354） 

（ 備 考 ） 負担区分：国10/10 （委託費） 
 

事務事業名  農福連携による次世代型農業モデル構築事業費（平成２９年度～） 

事業の概要 

 農業分野における障がい者の就労の場の拡大に向けて、農福連携によって生産

される農産物・農産加工品の品質向上や情報発信、福祉事務所による農作業請負

を核に産地全体を支援する次世代型農業モデルの構築に取り組みます。 
 

県 予 算 額  ６，４０７千円（H28 －千円）
担当課 ･班 担い手支援課 経営体支援班（059-224-2354）

（ 備 考 ） 
 負担区分： 国10/10（厚生労働省工賃向上計画支援事業）、国1/2（地方創生推

進交付金）、一部県費 
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事務事業名  新規就農者総合支援事業費（平成２４年度～） 

事業の概要 

国の「農業人材力強化総合支援事業」を活用し、次世代を担う農業者となるこ
とを志向する者に対し、「準備型」として就農前の研修期間（２年以内）の生活
安定に、「経営開始型」として就農直後（５年以内）の経営確立に資する資金（旧
青年就農給付金）を交付します。 
（1）準備型 

事業実施主体：県 
支援対象者：原則45歳未満（就農時）の研修に専念する就農希望者 

（2）経営開始型 
事業実施主体：市町 
支援対象者：原則45歳未満の独立・自営就農する認定新規就農者 

助成対象等  就農のための研修を行う就農希望者（要件あり）、市町 
県 予 算 額 ２５４，５０４千円（H28 254,581千円）
担当課 ･班 担い手支援課 担い手育成班（059-224-2354）
（ 備 考 ）  負担区分：国10/10 補助率：定額 

 
事務事業名  就労体験を通じた農業就労の促進事業費（平成２７年度～） 

事業の概要 

６次産業化などの新たなチャレンジや、雇用型法人として経営発展をめざす県内

の意欲ある農業経営体において、学生を従業員として受け入れる長期就労体験の取

組を行うことで、学生が職業として農業が持つ魅力を体感・発見し、将来の農業へ

の就労に向けたキャリア形成の円滑なスタートを促します。 

 

（1）委託事業（4,445千円） 

 ・農業経営体等と学生等の募集とマッチング 

 ・雇用契約による就労体験の実施等 

（2）県推進事業（239千円） 

 
県 予 算 額 ４，６８４千円（H28 4,269千円） 

担当課 ･班 担い手支援課 担い手育成班（059-224-2354） 

（ 備 考 ） 負担区分：国10/10 (委託費) 
 
事務事業名  農業経営の核となる人材の育成・確保事業費（平成２７年度～） 

事業の概要 

農業関係団体等と連携して、経営感覚豊かな人材を育成する専門研修を実施する

とともに、大規模経営体や６次産業化に取り組む農業法人等において雇用型訓練を

実施し、農業経営の核となる人材の育成・確保を図ります。 
（1）委託事業（16,831千円） 

 ・研修受入法人等と研修希望者の募集とマッチング 

・雇用型訓練、専門研修の実施等 

（2）県推進事業（267千円） 
 

県 予 算 額 １７，０９８千円（H28 21,225千円） 

担当課 ･班 担い手支援課 担い手育成班（059-224-2354） 

（ 備 考 ） 負担区分：国10/10 （委託費） 
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事務事業名  三重の農業若き匠の里プロジェクト総合対策事業費（平成２９年度～） 

事業の概要 

若き農業ビジネス人材を呼び込み、育成するため、県農業大学校に新農業コース

（「みえ農業版ＭＢＡ養成塾（仮称）」）を設置し、農業法人等における「雇用型イン

ターンシップ」や食品産業事業者と連携した「フードマネジメント講座」等の魅力

ある受入体制を整備するとともに、産学官連携による実行会議において、新農業コ

ース修了者の県内での起業や定着を促す支援スキームの検討を行います。 
 

（1）「三重の農業若き匠の里プロジェクト実行会議」設置事業（752千円） 

（2）「みえ農業版ＭＢＡ養成塾」設置事業（2,300千円） 

  ・経営学講座の設置 

  ・「フードマネジメント講座」の開設 

  ・雇用型インターンシップの受入環境整備 

（3）若き農業ビジネス人材発掘事業（805千円） 

県 予 算 額 ３，８５７千円（H28 －千円） 

担当課 ･班 担い手支援課 担い手育成班（059-224-2354） 

（ 備 考 ） 
負担区分：国10/10 （農業人材力強化総合支援事業）、国1/2（地方創生推進交

付金） 

 

7.農産園芸課 
事務事業名  産地パワーアップ事業費（平成２８年度～） 

事業の概要 

水田、畑作、野菜、果樹、茶、花きの産地が収益力向上を目的に地域の営農戦

略として定めた「産地パワーアップ計画」に基づき実施する、施設整備、機械の

リース、生産資材の導入等に対して支援を行います。 

県予算額 ３５５，２２０千円（H28 312,783 千円） 

担当課・班  農産園芸課 農産振興班（059-224-2547） 

（備考）  負担区分：国 10/10（国産農畜産物・食農連携強化対策事業費補助金） 

 
事務事業名  東京オリ・パラに向けたアスリートへの野菜安定供給事業費（平成２９年度～）

事業の概要 
東京オリンピック・パラリンピックの食材調達基準に対応する加工・業務用野菜

産地の育成や、アスリートの健康増進に寄与する食の供給体制の構築等に取り組
みます。 

県予算額 ３，２５７千円（H28 －千円） 

担当課・班  農産園芸課 園芸特産振興班（059-224-2808） 

（備考）  負担区分：国 1/2（地方創生推進交付金） 
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事務事業名  東京オリ・パラに向けた三重の農産物販売力強化促進事業費（平成２９年度～）

事業の概要 
東京オリンピック・パラリンピックにおける多様な需要に対して、米・茶・花

き花木など県産農産物を供給するため、高級ホテルやレストラン等へのプロモー
ションに取り組みます。 

県予算額 ５，９９１千円（H28 －千円） 

担当課・班  農産園芸課 農産振興班（059-224-2547）、園芸特産振興班(059-224-2808) 

（備考）  負担区分：一部国費（地方創生推進交付金） 

 

事務事業名  県産園芸品目海外販路拡大事業費（平成２９年度～） 

事業の概要 
伊勢志摩サミットを契機に高まる国内外からの注目を好機と捉え、海外におけ

る本県園芸産品の定番化を図るため、米国等において県産園芸産品のプロモーシ
ョン等を行います 

県予算額 ４，８００千円（H28 －千円） 

担当課・班  農産園芸課 園芸特産振興班（059-224-2808） 

（備考）  負担区分：国 1/2（地方創生推進交付金） 

 

事務事業名 農業環境価値創出事業費（平成２３年度～） 

事業の概要 

生産現場の取組に対する県民の理解向上を図るため、地球温暖化防止や生物多様

性保全などの環境に配慮した営農活動を支援するとともに、「農業生産工程管理（Ｇ

ＡＰ）の共通基盤に関するガイドライン」に則したＧＡＰ認証を推進します。 
① 環境保全型農業直接支払い事業 

地球温暖化防止や生物多様性保全に効果ある生産方法を取り入れる農業者に

一定額を支援します。 

② ＧＡＰ（農業生産工程管理）推進事業 
ガイドラインに則した県独自のＧＡＰ認証制度および第三者による確認制

度を整備するとともに、県内産地等に対する制度の認証取得を支援します。

助成対象等 市町等 

県 予 算 額 １８，２５８千円（H28 19,460千円） 

担当課・班 農産園芸課 環境農業班（059-224-2543） 

（備考） 

負担区分：  

① 国10/10（環境保全型農業直接支払交付金） 

国1/2以内（環境保全型農業直接支払交付金）・県1/4以内 

② 国10/10（産地活性化総合対策推進事業費補助金） 
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事務事業名 
 東京オリ・パラ対応オーガニック認証及びＧＡＰ高度化推進事業費 

（平成２９年度～） 

事業の概要 

東京オリンピック・パラリンピックの食材調達基準や国際的な取引に対応する

県産農産物の供給体制を構築するため、ＪＧＡＰ・グローバルＧＡＰ・有機ＪＡ

Ｓ認証の取得を推進します。また、ＧＡＰ認証を取得した農産物等の販路拡大に

向け、流通状況の調査や実需者への情報提供等に取り組みます。 

① ＧＡＰ高度化推進事業 

県内産地や農業者に呈してＪＧＡＰ認証等の認証を推進するため、普及指導

員や営農指導員などをＧＡＰ指導者として育成するとともに、ＧＡＰ指導者

による現地でのＧＡＰ実践等を支援します。 

② オーガニック認証推進事業 

東京オリンピック・パラリンピックに県産有機農産物を供給するため、農業

者への有機ＪＡＳ認証取得を支援するとともに、ニーズ調査に基づいた供給

体制を検討します。 

県予算額 ２，６５４千円（H28 －千円） 

担当課・班  農産園芸課 環境農業班（059-224-2543） 

（備考）  負担区分：国 1/2（地方創生推進交付金） 

 

8.畜産課 
事務事業名  高収益型畜産連携体育成事業費（平成２８年度～） 

事業の概要 
畜産経営体を核とし、耕種農家や関連事業者等が連携する高収益型畜産連携体

育成に取り組むとともに、和牛繁殖基盤の強化と畜産施設等の整備を支援します。

県 予 算 額 ３９５，０８９千円（H28 252,894千円） 

担当課・班 畜産課 畜産振興班（059-224-2541） 

（備考）  負担区分：一部国1/2（地方創生推進交付金）一部国10/10 

 

事務事業名 東京オリ・パラへの畜産物供給体制構築事業費（平成２９年度～） 

事業の概要 

東京オリ・パラを契機として、松阪牛、伊賀牛、熊野地鶏等をはじめとした県産

畜産物を、海外や首都圏等で、より一層他産地との差別化を図り、販売攻勢を強め

るため、需要に応じた畜産物の生産・供給体制の強化を図るとともに、安全性や生

産性の向上、持続可能な生産への取組を進めます。 

県 予 算 額 ２１，４４０千円（H28 －千円） 

担当課・班 畜産課 畜産振興班（059-224-2541） 家畜衛生班（059-224-2544） 

（備考） 
 負担区分：県費、財産収入、一部国1/2（地方創生推進交付金、消費安全対策交
付金） 
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事務事業名 三重の畜産物海外展開サポート事業費（平成２９年度～） 

事業の概要 

県産畜産物の海外輸出の促進に向けて、アジア経済圏、米国市場をターゲット
として、畜産関係者の輸出への挑戦に対するきめ細やかなサポートに取り組みま
す。 

県 予 算 額 ３，６００千円（H28 －千円） 

担当課・班 畜産課 畜産流通班（059-224-2512） 

（備考）  負担区分：国1/2（地方創生推進交付金） 

 
9.農業基盤整備課  

事務事業名       海岸保全施設整備事業費（平成２０年度～） 

事業の概要       
海岸保全区域内で高潮、波浪、津波侵食等による被害を防止するため、堤

防、樋門等の改修を行います。 

県 予 算 額       １８９，０００千円（H28 149,100千円） 

担当課・班 農業基盤整備課 農地防災班（059-224-2604） 

（ 備 考 ）       負担区分：国1/2（離島55/100) 

 

事務事業名       県営ため池等整備事業費（平成２４年度～） 

事業の概要       

 河道の整備されている区間に設置された農業用河川工作物の構造が不適当
、又は不十分であるものについて、洪水や高潮による災害を未然に防止する
ため、整備補強等の改善措置を講じます。 
 県内にある多数のため池のうち、下流に人家があり大規模地震が発生し決
壊した場合、人家等に被害を及ぼすため池について耐震性向上の改修整備を
行い、県民の生命・財産を守ります。 

県 予 算 額       
２８０，３５０千円（H28 254,250千円） 
２０４，２５０千円（H28年度12月補正） 

担当課・班 農業基盤整備課 農地防災班（059-224-2604） 

（ 備 考 ）       負担区分：国1/2（中山間地域55/100） 

 

事務事業名       基幹土地改良施設防災機能拡充保全事業費（平成２４年度～） 

事業の概要       
 排水条件の悪化した地域の湛水被害を未然に防止する為、排水機・樋門・
排水路等の新設改修を行います。 

県 予 算 額       
５１４，６７７千円（H28 540,423千円） 
５３５，６３０千円（H28年度12月補正） 

担当課・班 農業基盤整備課 農地防災班（059-224-2604） 

（ 備 考 ）       負担区分：国1/2（中山間地域55/100） 

 

事務事業名       命と暮らしを守る農道保全対策事業費（平成２８年度～） 

事業の概要       
災害時の緊急避難路および物資の輸送路を確保するため基幹となる農道に

ついて、老朽化した路面や法面の保全対策、安全対策を実施します。 

県 予 算 額       ２４９，２１７千円(H28 297,950千円) 

担当課・班 農業基盤整備課 農地防災班（059-224-2604） 

（ 備 考 ）       負担区分：国1/2 
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事務事業名       高度水利機能確保基盤整備事業費（平成２３年度～） 

事業の概要       
 農地の集積、大規模営農に取り組む意欲ある農業経営体の効果的な営農の
実現に向け、用水路のパイプライン化等、高度な水利機能の確保に向けた生
産基盤の整備に計画的に取り組みます。 

県 予 算 額       
４３３，０３５千円（H28 930,442千円） 

１，７２５，３４０千円（H28年度12月補正） 

担当課・班 農業基盤整備課 国営調整水利班（059-224-2554） 

（ 備 考 ）       負担区分：国1/2（中山間地域55/100） 

 
事務事業名       県営かんがい排水事業費（平成元年度～） 

事業の概要       

農業生産の基礎となる農業用水の確保、適期・適量供給および農地排水の改

良を図るため、水田、畑等における基幹的な農業水利施設の整備・更新を行い

ます。 

県 予 算 額       
２７８，５８０千円（H28 656,311千円） 
８８２，０００千円（H28年度12月補正） 

担当課・班 農業基盤整備課 国営調整水利班（059-224-2554） 

（ 備 考 ）       負担区分：国1/2（中山間地域55/100） 

 

事務事業名       基幹農業水利施設ストックマネジメント事業費（平成１９年度～） 

事業の概要       
国営又は県営土地改良事業により造成されたダム、頭首工、機場、幹線水

路等の基幹的施設について緊急に必要な補強工事を行うことにより、施設の
機能の維持および安全性の確保を図ります。 

県 予 算 額       
３５８，５１９千円（H28 488,532千円） 
２５７，５００千円（H28年度12月補正） 

担当課・班 農業基盤整備課 国営調整水利班（059-224-2554） 

（ 備 考 ）       負担区分：国1/2（中山間地域55/100） 

 
10.農山漁村づくり課  

事務事業名       三重まるごと自然体験促進事業費（平成２７年度～） 

事業の概要       

豊かな自然を体験という形で生かし、国内外から人を呼び込み交流の拡大
を図るため、自然体験活動の実践者等に対し、人材の育成、新たな自然体験
プログラムの開発を支援するとともに、周遊ルートの態勢整備、誘客イベン
トの開催、市町や活動団体、民間企業と連携した情報発信に取り組みます。
(1)自然体験推進体制強化事業 
(2)自然体験人材育成事業 

 (3)自然体験プログラム実践事業 
 (4)自然体験情報発信事業 
 

県 予 算 額       ２２，０００千円（H28  22,218千円） 

担当課・班 農山漁村づくり課 農山漁村活性化班（059-224-2518） 

（ 備 考 ）       負担区分：国1/2（地方創生推進交付金） 

 
 
 
 
 
 



 - 67 -

事務事業名       移住促進に向けた農山漁村魅力発信事業費（平成２８年度～） 

事業の概要       

都市部の若者等を農山漁村に招き、農林漁業を体験するとともに、農林漁業体

験民宿経営者の協力のもと、既移住者や農林漁業者と交流、意見交換する機会

を創出することで、地域の農林水産業や農山漁村の魅力を伝える態勢づくりを行

います。 

(1)農林漁業体験プログラムツアーの実施 

(2)体験受け入れ体制整備に係るアドバイザー派遣の実施 

県 予 算 額       ３，２７２千円（H28  3,439千円） 

担当課・班 農山漁村づくり課 農山漁村活性化班（059-224-2518） 

（ 備 考 ）       負担区分：国1/2（地方創生推進交付金） 

 

事務事業名       多面的機能支払事業費（平成２６年度～） 

事業の概要       

国土の保全、水源のかん養、良好な景観形成など農業・農村地域の多面的
機能を発揮させるため、農地、農業用水路、農道等の地域資源の維持保全活
動、生態系の保全活動、景観形成活動、農業用施設の長寿命化のための活動
に取り組む地域の活動組織に対し支援します。 

県 予 算 額       １，０８３，９４７千円（H28  1,069,103千円） 

担当課・班 農山漁村づくり課 農地水保全班（059-224-2551） 

（ 備 考 ）       負担区分：国1/2（一部 10/10） 

 

事務事業名       中山間地域等直接支払事業費（平成２７年度～） 

事業の概要       
生産条件が不利な中山間地域等の農地の耕作放棄を未然に防止するため、平

地地域との生産条件格差の一定額を農業者等に直接交付します。 

県 予 算 額       ２１５，４５０千円（H28  221,102千円） 

担当課・班 農山漁村づくり課 農地水保全班（059-224-2551） 

（ 備 考 ）       負担区分：国（関係５法地域1/2）（知事特認地域1/3） 

 

事務事業名       県営中山間地域総合整備事業費（平成７年度～） 

事業の概要       
 中山間地域の活性化と集落機能の維持・強化を図るため、農業用排水路な
どの農業生産基盤整備と集落道路等の農村生活環境整備を総合的に実施しま
す。 

県 予 算 額       ３７７，１００千円（H28 385,010千円） 

担当課・班 農山漁村づくり課 農村環境づくり班（059-224-2602） 

（ 備 考 ）       負担区分：国55/100 

 

12.獣害対策課 
事務事業名 獣害につよい地域づくり推進事業費(平成２８年度～) 

事業の概要 

獣害対策につよい地域づくりを推進するために、集落ぐるみの効果的な被害防除

対策や、有害鳥獣の捕獲に対して支援を行います。 
（1）被害防止計画（市町）の達成に向けた支援 

（2）地域における持続的な捕獲活動および実施隊活動のための支援 
 

県 予 算 額 ３５３，９６３千円（H28年度252,214千円） 

担当課・班   獣害対策課 被害対策班 （059-224-2017） 

（備考） 負担区分：国（定額、1/2）    
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事務事業名 野生鳥獣捕獲管理事業費(平成２８年度～) 

事業の概要 

野生鳥獣の保護・管理のため、鳥獣保護管理員を配置するとともに、狩猟の取

り締まりや指導、狩猟免許試験および更新時講習ならびに指定管理鳥獣捕獲等事

業を行います。 

（1） 狩猟行政事務 

（2） 狩猟免許事務 

（3） 狩猟者登録事務 

（4） 指定管理鳥獣捕獲等事業 

（5） 狩猟等安全対策費 

県 予 算 額 ４０，１４５千円（H28年度14,243千円） 

担当課・班 獣害対策課 捕獲管理班 （059-224-2020） 

（備考） 負担区分：国（定額、1/2） 

 

13.森林・林業経営課  

事務事業名       
東京オリ･パラを契機とした県産材の販売力強化促進事業費 
（平成２９年度～） 

事業の概要       

東京オリンピック・パラリンピックの会場施設等において、県産のＦＳＣ認
証材が使用されるよう、企業連携による新たな木製品の開発に支援するとと
もに、首都圏でのプロモーション等に取り組みます。 
１ 森林認証材等の供給体制強化事業 
(1)森林認証の推進 

２森林認証材等の販売力強化事業 
 (1)新商品の開発 
 (2)県産森林認証材のPR 
 

県 予 算 額       ４，５６４千円（H28 －千円） 

担当課・班 
森林・林業経営課 木材利用推進班、林業経営班、林業普及班 

(059-224-2565)（059-224-2563）（059-224-2991）  

（ 備 考 ）       負担区分：国1/2（地方創生推進交付金） 

 
事務事業名       合板・製材生産性強化対策事業費（平成２９年度～） 

事業の概要       

地域材の競争力強化に向けて、近隣府県が川上から川下までの林業･木材産
業等関係者と共同で策定した体質強化計画に基づき、合板・製材工場等の施
設整備に対して支援します。 
 

県 予 算 額       
３，０９６，０００千円（H28年度12月補正） 
   ７０，０００千円（H28年度2月補正） 

担当課・班 森林・林業経営課 林業経営班（059-224-2563） 

（ 備 考 ）       負担区分：国10/10 
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事務事業名       豊かな森と地域を担う人づくり事業費（平成２８年度～） 

事業の概要       

平成28年度に策定した「三重県林業人材育成方針」に基づき、将来の森林
・林業や地域の振興を担う人材を育成する機関として「みえ森林・林業アカ
デミー（仮称）」の設置に向けた具体的な検討を行います。 
また、新規就業者の確保や林業への理解を拡げるために、高校生の就業体

験研修を実施するほか、労働災害の削減のため、安全衛生指導員の養成や労
働現場の循環指導等を実施します。さらに、自伐型林業を活性化させるため
、森林所有者等への技術支援を行います。 
(1)林業大学校検討事業 
(2)林業就業促進総合対策事業 
(3)林業労働安全衛生総合対策事業 
(4)自伐型林業活動促進事業 
 

県 予 算 額       ２，６０６千円（H27年度2月補正 6,760千円） 

担当課・班 森林・林業経営課 林業普及班（059-224-2991） 

（ 備 考 ）       負担区分：国1/2 他（地方創生推進交付金） 

 
14.治山林道課 

事務事業名       治山施設長寿命化対策事業費（平成２９年度～） 

事業の概要       
 県が管理する治山施設について、長寿命化を推進するための施設の調査点
検・計画の策定および施設の機能強化・老朽化対策等を行います。 
 

県 予 算 額       ７９，３８０千円（H28 －千円） 

担当課・班 治山林道課 治山班（059-224-2575） 

（ 備 考 ）       負担区分：国1/2 

 

15.みどり共生推進課  

事務事業名 自然公園ナショナルパーク化促進事業費（平成２９年度～） 

事業の概要 

世界水準のナショナルパークをめざす伊勢志摩国立公園において、美しい

自然景観等の魅力を国内外から訪れる利用者に十分体験・体感していただけ

るよう、国立公園内のビューポイントの整備や自然景観の保全、エコツーリ

ズムの推進、地域資源の保全と活用を担う人材育成等に取り組みます。 

 

県 予 算 額 
１４９，１３０千円（H28 －千円） 
１０１，０００千円（H28年度3月補正） 

担当課・班 みどり共生推進課 自然公園班（059-224-2627）  

（備 考）  負担区分：国1/2（地方創生推進交付金、自然環境整備交付金）他 
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16.水産資源・経営課 
事務事業名       海女漁業の魅力発信事業費（平成２８年度～） 

事業の概要       

海女漁業や海女文化の振興による地域活性化を目的に海女自身が参加し、
関係市、県、関係機関等とともに設立された海女振興協議会の活動を支援し
ます。具体的には、海女振興協議会が行う海女の料理教室や首都圏等でのイ
ベントにおける海女漁業・文化や「海女もん」等の魅力発信の取組を支援の
対象とします。 

県 予 算 額       １，３２６千円（H27年度2月補正 1,771千円） 

担当課・班 水産資源・経営課 水産増殖班（059-224-2584） 

（ 備 考 ）       負担区分：国1/2（地方創生推進交付金） 

 

事務事業名       東京オリ・パラに向けたみえの水産物販売力強化事業費(平成２９年度～）

事業の概要       

県産水産物が東京オリ・パラで活用されるよう、各種研修会において、食
材調達基準の一つとなっている認証制度の普及啓発を図り、事業者の意識を
醸成するとともに、認証取得をめざす事業者への支援を通じ、生産・供給体
制の構築を進めます。 
さらに、東京オリ・パラの開催に向け、首都圏の食品卸や市場関係者など

流通業界のほか、レストランやホテルなどを対象とした情報発信イベントの
開催やＰＲ活動を実施し、県産水産物の販売力強化を図ります。 

県 予 算 額       ８，６７４千円（H28 －千円） 

担当課・班 水産資源・経営課 水産流通班（059-224-2515） 

（ 備 考 ）       負担区分：国1/2（地方創生推進交付金） 

 

事務事業名       魅力あるみえの水産物輸出力強化事業費（平成２９年度～） 

事業の概要       

 アジア経済圏に県産水産物の輸出拡大を図るため、次の取組を進めます。
(1)輸出拡大が見込まれる国において、県内事業者による恒常的な輸出に向け

てのビジネスチャンスの拡大を図るため、現地バイヤーや商社との商談機
会を創出します。 

(2)恒常的な輸出を実現するため、県農林水産物・食品輸出促進協議会水産部
会員による現地営業活動を支援します。 

(3)日本食材への関心度が高い地域に加え、将来的に水産物の輸出拡大が期待
できる地域への輸出を促進するため、ＪＥＴＲＯや県農林水産物・食品輸
出促進協議会、国内商社と連携した取組を実施します。 

県 予 算 額       ２，６４５千円（H28 －千円） 

担当課・班 水産資源・経営課 水産流通班（059-224-2515） 

（ 備 考 ）       負担区分：国1/2（地方創生推進交付金） 

 

事務事業名       三重県産水産物輸出加速化事業費（平成２９年度～） 

事業の概要       

水産部会員が取り扱う品目ごとにＥＵ市場における輸出先国の見極めを行
うため、ＥＵ向け輸出実績のある国内商社との相談機会を創出し、マーケッ
トへの理解を深化させるとともに、ＪＥＴＲＯ等と連携してＥＵ向け輸出に
係る研修会を開催します。 
また、「対ＥＵ輸出水産食品の取扱要領」に基づくＥＵ向け冷凍船の定期

監視を実施します。 

県 予 算 額       ９４３千円（H28 －千円） 

担当課・班 水産資源・経営課 水産流通班（059-224-2515） 

（ 備 考 ）        
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17.漁業環境課 

 
18.水産基盤整備課 
事務事業名   県営漁港海岸保全事業費（平成２１年度～） 

事業の概要 

 南海トラフ地震等の大規模災害に備え、漁港海岸施設の機能強化（耐震対策）
を図るとともに、高潮・波浪・津波等による被害から県民の生命財産を守るため、
堤防・護岸等の漁港海岸保全施設の整備を行います。 
 
・事業内訳 
 大淀漁港海岸  堤防改修１式、調査設計１式 

助成対象等   県事業 

県 予 算 額 １０４，７５０千円（H28 231,673千円） 
担当課・班  水産基盤整備課 漁港・海岸整備班（059-224-2598） 

（ 備 考 ） 
  概算事業費：２，３８８，０００千円 

  負担区分：県1/3・国2/3 

 

事務事業名   県営水産生産基盤整備事業費（平成２６年度～） 

事業の概要 

陸揚げ作業の効率化および航路の安全確保により、水産物の生産性向上を図る
ため、防波堤および浮桟橋等の整備を実施します。 
 
・事業内訳 
 舟越漁港  ２号防波堤  Ｌ＝３０ｍ 
       ３号突堤   Ｌ＝４０ｍ 
       ２号浮桟橋  １式 

助成対象等 県事業 

県 予 算 額 
２５２，０００千円（H28 241,400千円） 
１７８，０００千円（H28年度12月補正） 

担当課・班  水産基盤整備課 漁港・海岸整備班（059-224-2598） 

（ 備 考 ） 
概算事業費： ８００，０００千円 

負担区分 ： 県40%～20%・国60%～80% 
 
 
 
 
 
 
 

事 務 事 業 名 資源管理体制・機能強化総合対策事業費（平成１５年度～） 

事 業 の 概 要 

（1）計画推進事業 
「三重県の海洋生物資源の保存及び管理に関する計画」に基づき、さんま、

まあじ、まいわし、まさばおよびごまさば、するめいかの６魚種について、
漁獲可能量の情報収集や管理措置を講じます。 
（2）資源管理協議会推進事業 

新たな資源管理計画の策定促進と既存計画の履行確認を行うとともに、資
源管理指針の必要な見直しを検討します。 

また、イセエビやアサリなど沿岸水産資源の評価を行い、資源管理の取組
を支援します。 

県 予 算 額 ６，２０６千円（H28 6,772千円） 

担当課・班 漁業環境課 漁業調整班（059-224-2588） 

（ 備 考 ）  負担区分：（1）県 10/10（1,271 千円）、（2）国 10/10（4,935 千円） 
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事務事業名   三重の未来を紡ぎ繋げる漁業振興事業費（平成２４年度～） 

事業の概要 

 英虞湾は閉鎖性海域であり、陸域からの長期間の負荷流入により、海底に有機
物が堆積し、汚泥となって赤潮や貧酸素水塊が発生し、真珠養殖業や水産生物に
被害を及ぼすなど、環境悪化が問題となっています。このため、青ノリ、真珠等
の品質向上および海域環境の改善を図るため、英虞湾の堆積汚泥を浚渫により除
去します。 
・事業内訳 
 海底汚泥の浚渫（英虞湾・志摩市） 

助成対象等 県事業 

県 予 算 額 ２９２，７４０千円（H28 315,000千円） 
担当課・班  水産基盤整備課 漁場・漁村整備班（059-224-2597） 

（ 備 考 ） 
  前年度実績：浚渫面積１．４ｈa 

概算事業費：２，７００，０００千円  負担区分：県1/2・国1/2  

 
事務事業名   海女漁業等環境基盤整備事業費（平成２４年度～） 

事業の概要 

浅海域での多様な生物相とその再生産による自然浄化能力の再生により、海女

漁業等の漁業生産力ならびに水質浄化機能の回復や水産資源の生息場の環境改善

を図るため、藻場の造成を実施します。 
・事業内訳 

 藻場の造成および磯焼け対策等モニタリング 
（鳥羽磯部、甲賀、和具、礫浦、奈屋浦、古和浦、紀伊長島、尾鷲、熊野、 
紀南工区） 

助成対象等 県事業 

県 予 算 額 
２１６，９２４千円（H28 448,900千円） 
２７３，５００千円（H28年度12月補正） 

担当課・班 水産基盤整備課 漁場・漁村整備班（059-224-2597） 

（ 備 考 ） 
前年度実績：藻場造成 ３．２９ｈa 

 概算事業費：４，６６０，０００千円  負担区分：県1/2・国1/2  

 
事務事業名   伊勢湾アサリ復活プロジェクト推進事業費（平成２８年度～） 

事業の概要 

伊勢湾漁業の主要魚種であるアサリ資源が激減し長期間低迷しています。この

危機的状況にあるアサリ資源を復活させ、豊かな伊勢湾を取り戻していく必要が

あります。このため、伊勢湾のアサリ漁業者から構成する三重県アサリ協議会を

中心に、漁協や市町、県が協働連携して、アサリの復活に向けた取組をしていき

ます。アサリ復活プロジェクトとしては、アサリの浮遊幼生が大量に発生する母

貝場づくり、河口域に定着した稚貝の大量移植放流システムづくり、および河川

に堆積した土砂を活用した干潟や浅場の造成、などを相互関連させながら推進し

ていきます。 

・事業内訳 

① 干潟の造成（三重保全二期地区伊勢湾三期工区） 

 作澪（さくれい）１式（松阪海域）、干潟造成１式（四日市市海域） 

② アサリ稚貝の大量移殖から母貝までの移植育成管理方法の構築 

 宮川河口域で稚貝移殖育成管理のモデル構築のための調査を実施。 
助成対象等 県事業 

県 予 算 額 １４６，６６５千円（H28 140,494千円） 
担当課・班 水産基盤整備課 漁場・漁村整備班（059-224-2597） 

（ 備 考 ） 
前年度実績：作澪１９６ｍ、干潟造成０．４６ｈa 
負担区分：県1/2・国1/2（地方創生推進交付金）  
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〔企画総務担当〕 

農 林 水 産 総 務 課 
企画調整班        

  総務班 
  人材育成班         
農 林 水 産 財 務 課 

  経理班 
  予算班 
フ ー ド イ ノ ベ ー シ ョ ン 課 

イノベーション創出班 
ブランド向上班 
プロモーション促進班 

 団  体  検  査  課 
  調整班 
  検査１班 
 検査２班 
人 権 ・ 危 機 管 理 監 
農 林 水 産 政 策 推 進 監 

 
 
〔農産振興担当〕 

担 い 手 支 援 課 
農業活性化推進班 
経営体支援班 

  担い手育成班 

 
         
     農業研究所 

畜産研究所 
中央農業改良普及センター 
農業大学校 

農 産 物 安 全 ・ 流 通 課 
  農協班 
  市場班 
  食の安全・安心班    

 
 
   

 
 

 
農 産 園 芸 課 

   農産振興班    病害虫防除所 
 園芸特産振興班 
 環境農業班 
畜    産    課     

  畜産振興班     北勢家畜保健衛生所  
  畜産流通班     中央家畜保健衛生所 
  家畜衛生班     南勢家畜保健衛生所 
            紀州家畜保健衛生所 
家 畜 防 疫 対 策 監 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

〔農業基盤整備・獣害担当〕 

 農 業 基 盤 整 備 課 
  農業基盤企画班 
  農地防災班 

国営調整水利班 
 農 山 漁 村 づ く り 課 
  農山漁村活性化班 
  農地水保全班 

農村環境づくり班 
 農  地  調  整  課 
  農地班 
  用地班 
 獣  害  対  策  課 
  被害対策班 
  捕獲管理班 

 

農林水産部の組織機構について 
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〔森林・林業担当〕 

 森  林 ・ 林  業  経  営  課 
  森林計画班            林業研究所   
  木材利用推進班 
  林業経営班 
  林業普及班 
 治  山  林  道  課 
  治山班 
  林道班 
  森林管理班 
み ど り 共 生 推 進 課 

  みどり推進班 
  野生生物班 
  自然公園班 

 
 

〔水産振興担当〕 

水  産  資  源  ・  経  営  課 
 水産政策班 
水産増殖班 
漁業経営班 
水産流通班 

漁  業  環  境  課 
 漁協班 
漁業調整班 

 取締・漁船班 
水 産 基 盤 整 備 課 
 漁港・海岸整備班 
 漁場・漁村整備班 
 水産基盤管理班 

 
 

水産研究所 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                平成２９年度に講じようとする農林水産施策 
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